
 

規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第９７号 さいたま市特定非営利活動促進法施行細

則の一部を改正する規則 市 民 協 働 推 進 課 令和５年１１月２８日 

規則第９８号 さいたま市区役所等事務分掌規則の一部

を改正する規則 区 政 推 進 部 令和５年１２月６日 

規則第９９号 さいたま市保健所長事務委任規則の一部

を改正する規則 環 境 薬 事 課 令和５年１２月１２日 

規則第１００号 さいたま市旅館業法施行細則等の一部を

改正する規則 生 活 衛 生 課 令和５年１２月１３日 

規則第１０１号 さいたま市生活保護法施行細則の一部を

改正する規則 生 活 福 祉 課 令和５年１２月２０日 

規則第１０２号 

さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律施行細則の一部を改正する規則 

生 活 福 祉 課 令和５年１２月２０日 

規則第１０３号 さいたま市国民健康保険税条例施行規則

の一部を改正する規則 国 保 年 金 課 令和５年１２月２２日 

規則第１０４号 さいたま市生活環境の保全に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 環 境 対 策 課 令和５年１２月２２日 

規則第１０５号 さいたま市火災予防規則の一部を改正す

る規則 査 察 指 導 課 令和５年１２月２６日 

規則第１０６号 さいたま市市税事務所の職員の兼務に関

する規則の一部を改正する規則 
税 制 課 令和５年１２月２７日 

規則第１０７号 さいたま市市税条例施行規則の一部を改

正する規則 税 制 課 令和５年１２月２７日 

規則第１０８号 さいたま市事務分掌規則の一部を改正す

る規則 総 務 課 令和５年１２月２８日 

規則第１０９号 さいたま市事業所事務分掌規則の一部を

改正する規則 
総 務 課 令和５年１２月２８日 

規則第１１０号 さいたま市個人番号の利用に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 
デジタル改革推進部 令和５年１２月２８日 

規則第１１１号 さいたま市技能職員の給与に関する規則

の一部を改正する規則 
職 員 課 令和５年１２月２８日 

規則第１１２号 さいたま市職員の初任給調整手当に関す

る規則の一部を改正する規則 
職 員 課 令和５年１２月２８日 

規則第１１３号 さいたま市職員の宿日直手当に関する規

則の一部を改正する規則 職 員 課 令和５年１２月２８日 

規則第１１４号 さいたま市職員の管理職員特別勤務手当

に関する規則の一部を改正する規則 職 員 課 令和５年１２月２８日 

規則第１１５号 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当

に関する規則の一部を改正する規則 職 員 課 令和５年１２月２８日 



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第１１６号 さいたま市立病院管理規則の一部を改正

する規則 医 事 課 令和５年１２月２８日 

 



 

 

さいたま市規則第９７号 

   さいたま市特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市特定非営利活動促進法施行細則（平成２４年さいたま市規則第９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織 

による申請等の方法） 

 

第３３条 条例第１４条の規則で定める電子情報処

理組織は、市長の使用に係る電子計算機と条例第

２条第１項に規定する者又は特定非営利活動法人

（以下この条において「特定非営利活動法人等」

という。）の使用に係る電子計算機であって当該

市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通

じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたも

のとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

とする。 

２ 条例第１４条の規則で定める方法は、次に掲げ

る事項を特定非営利活動法人等の使用に係る電子

計算機から入力する方法とする。 

⑴ 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場 

  合において従うこととされている様式であって、

市長の使用に係る電子計算機に備えられたファ 

イルから入手可能なものに記録すべき事項（次 

号に掲げる事項を除く。） 

⑵ 当該申請等を行うときに法令等の規定に基づ 

  き添付すべきとされている書面等又は電磁的記

録に記載され若しくは記録されている事項又は

記載すべき若しくは記録すべき事項 

３ 特定非営利活動法人等は、識別符号及び暗証符

号を特定非営利活動法人等の使用に係る電子計算

機から入力する方法により申請等を行わなければ

ならない。 

４ 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等

について、第２項の規定により電子情報処理組織

を使用して申請等が行われた場合には、当該申請 

等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

 



 

 

  

 （市長が行う電磁的記録による縦覧等の方法）  （市長が行う電磁的記録による縦覧等の方法） 

第３４条 条例第１５条の規則で定める方法は、電

磁的記録に記録されている事項をインターネット

を利用して縦覧又は閲覧に供する方法、市長に置

かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像

面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を

市長に置かれる機関の事務所に備え置く方法とす

る。 

第３３条 条例第１４条の規則で定める方法は、電

磁的記録に記録されている事項をインターネット

を利用して縦覧又は閲覧に供する方法、市長に置

かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像

面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を

市長に置かれる機関の事務所に備え置く方法とす

る。 

  

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備 

置きの方法） 

 （特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備

置きの方法） 

第３５条 条例第１６条第２項の規則で定める方法

は、次に掲げる方法のいずれかとする。 

第３４条 条例第１５条第２項の規則で定める方法

は、次に掲げる方法のいずれかとする。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作 

成の方法） 

 （特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作 

成の方法） 

第３６条 条例第１７条第２項の規則で定める方法

は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法又は磁気デ

ィスク等をもって調製する方法とする。 

第３５条 条例第１６条第２項の規則で定める方法

は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法又は磁気デ

ィスク等をもって調製する方法とする。 

  

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲 

覧の方法） 

 （特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲 

覧の方法） 

第３７条 条例第１８条第２項の規則で定める方法

は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営

利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像

面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を

特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とす

る。 

第３６条 条例第１７条第２項の規則で定める方法

は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営

利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像

面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を

特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とす

る。 

  

第３８条 ［略］ 第３７条 ［略］ 

  

第３９条 ［略］ 第３８条 ［略］ 

  

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

設立認証申請書 設立認証申請書 

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 申請書には、次の書類を添付すること。た

だし、電子情報処理組織を使用して申請が行

われた場合には、必要な数の書類が提出され

たものとみなす。 

  ２ 申請書には、次の書類を添付すること。 

   ⑴～⑽ ［略］    ⑴～⑽ ［略］ 

  



 

 

様式第４号（第４条、第１７条関係） 様式第４号（第４条、第１７条関係） 

設立 登記完了届出書 設立 登記完了届出書 

合併    合併    

 ［略］  ［略］ 

代表者氏名       代表者氏名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

役員の変更等届出書 役員の変更等届出書 

［略］ ［略］ 

代表者氏名      代表者氏名    ○印   

［略］ ［略］ 

備考  備考  

  １～４ ［略］   １～４ ［略］ 

  ５ 届出書には、変更後の役員名簿（役員の氏

名及び住所又は居所並びに各役員についての

報酬の有無を記載した名簿）［２通］を添付

すること。ただし、電子情報処理組織を使用

して届出が行われた場合には、必要な数の変

更後の役員名簿が提出されたものとみなす。 

  ５ 届出書には、変更後の役員名簿（役員の氏

名及び住所又は居所並びに各役員についての

報酬の有無を記載した名簿）［２通］を添付

すること。 

  ６ ［略］   ６ ［略］ 

  

様式第６号（第６条関係）（表） 様式第６号（第６条関係）（表） 

定款変更認証申請書 定款変更認証申請書 

 ［略］  ［略］ 

代表者氏名     代表者氏名    ○印  

［略］ ［略］ 

備考  備考  

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 ⑴・⑵ ［略］   ⑴・⑵ ［略］ 

  

様式第６号（第６条関係）（裏） 様式第６号（第６条関係）（裏） 

   ⑶ ［略］    ⑶ ［略］ 

  ４ ［略］   ４ ［略］ 

  ５ 電子情報処理組織を使用して申請が行われ

た場合には、必要な数の書類が提出されたも

のとみなす。 

 

  

様式第９号（第８条関係） 様式第９号（第８条関係） 

定款変更届出書 定款変更届出書 

 ［略］  ［略］ 

代表者氏名      代表者氏名    ○印   

［略］ ［略］ 

 備考  備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 



 

 

  ２ 届出書には、次の書類を添付すること。た

だし、電子情報処理組織を使用して届出が行

われた場合には、必要な数の変更後の定款が

提出されたものとみなす。 

  ２ 届出書には、次の書類を添付すること。 

   ⑴・⑵ ［略］    ⑴・⑵ ［略］ 

  

様式第１０号（第９条関係） 様式第１０号（第９条関係） 

定款の変更の登記完了提出書 定款の変更の登記完了提出書 

 ［略］  ［略］ 

            代表者氏名      代表者氏名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第１１号（第１０条関係） 様式第１１号（第１０条関係） 

事業報告書等提出書 事業報告書等提出書 

 ［略］  ［略］ 

代表者氏名      代表者氏名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 提出書には、次の書類を添付すること。た

だし、電子情報処理組織を使用して提出が行

われた場合には、必要な数の書類が提出され

たものとみなす。 

 備考 提出書には、次の書類を添付すること。 

   ⑴～⑹ ［略］    ⑴～⑹ ［略］ 

  

様式第１２号（第１１条関係） 様式第１２号（第１１条関係） 

解散認定申請書 解散認定申請書 

［略］ ［略］ 

代表者氏名      代表者氏名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第１５号（第１２条関係） 様式第１５号（第１２条関係） 

解散届出書 解散届出書 

 ［略］  ［略］ 

氏   名      氏   名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第１６号（第１２条関係） 様式第１６号（第１２条関係） 

清算人就任届出書 清算人就任届出書 

 ［略］  ［略］ 

氏   名      氏   名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第１７号（第１３条関係） 様式第１７号（第１３条関係） 



 

 

残余財産譲渡認証申請書 残余財産譲渡認証申請書 

 ［略］  ［略］ 

氏   名      氏   名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第２０号（第１４条関係） 様式第２０号（第１４条関係） 

精算結了届出書 精算結了届出書 

 ［略］  ［略］ 

氏   名      氏   名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第２１号（第１５条関係） 様式第２１号（第１５条関係） 

合併認証申請書 合併認証申請書 

 ［略］  ［略］ 

代表者氏名      代表者氏名    ○印   

 ［略］  ［略］ 

            代表者氏名                  代表者氏名    ○印   

［略］ ［略］ 

 備考  備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 申請書には、次の書類を添付すること。た

だし、電子情報処理組織を使用して申請が行

われた場合には、必要な数の書類が提出され

たものとみなす。 

  ２ 申請書には、次の書類を添付すること。 

   ⑴～⑽ ［略］    ⑴～⑽ ［略］ 

  

様式第２４号（第１８条関係） 様式第２４号（第１８条関係） 

認定特定非営利活動法人としての認定を受けるため

の申請書 

認定特定非営利活動法人としての認定を受けるため

の申請書 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名       

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名      ○印  

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第２５号（第１８条関係） 様式第２５号（第１８条関係） 

認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の

申請書 

認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の

申請書 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名       

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名      ○印  

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第３０号（第２１条関係） 様式第３０号（第２１条関係） 



 

 

認定 特定非営利活動法人の代表者変更届出書 認定 特定非営利活動法人の代表者変更届出書 

 特例認定  特例認定 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名       

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名      ○印  

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第３１号（第２２条関係） 様式第３１号（第２２条関係） 

認定 特定非営利活動法人の役員報酬規程等提 

出書 

認定 特定非営利活動法人の役員報酬規程等提 

出書 

 特例認定  特例認定 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名       

 ［略］ 

 ［略］ 

１～３ ［略］ 

４ 電子情報処理組織を使用して提出が行わ

れた場合には、必要な数の書類等が提出さ

れたものとみなす。 
 

 ［略］  ［略］ 

ふりがな  

代表者の氏名      ○印  

 ［略］ 

 ［略］ 

１～３ ［略］ 

 

 

 
 

  

様式第３２号（第２２条関係） 様式第３２号（第２２条関係） 

認定 特定非営利活動法人が助成金の支給を行 

った場合の実績の提出書 

認定 特定非営利活動法人が助成金の支給を行 

った場合の実績の提出書 

 特例認定  特例認定 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名       

  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名      ○印  

  ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第３３号（第２３条関係） 様式第３３号（第２３条関係） 

特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受

けるための申請書 

特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受

けるための申請書 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名       

  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名      ○印  

  ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第３６号（第２５条関係） 様式第３６号（第２５条関係） 

特定非営利活動促進法第６３条第１項又は第２項の

合併の認定を受けるための申請書 

特定非営利活動促進法第６３条第１項又は第２項の

合併の認定を受けるための申請書 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名       

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名      ○印  



 

 

  ［略］ 

 ［略］ 
 

  ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第４１号（第２７条関係） 様式第４１号（第２７条関係） 

認定 特定非営利活動促進法人としての 認定 特定非営利活動促進法人としての 

 特例認定  特例認定 

認定 の取消申請書 認定 の取消申請書 

 特例認定  特例認定 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名       

  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

 ふりがな  

 代表者の氏名      ○印  

  ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第４３号（第３１条関係） 様式第４３号（第３１条関係） 

補正書 補正書 

 ［略］  ［略］ 

申請者の氏名又は 

特定非営利活動法人の名称及び代表者氏名  

申請者の氏名又は 

特定非営利活動法人の名称及び代表者氏名 ○印  

［略］ ［略］ 

 備考  備考 

  １・２ ［略］   １・２ ［略］ 

  ３ 補正書には、補正後の書類を添付すること。

ただし、次の書類について補正を行う場合は、

補正後の書類各２通を添付すること（電子情 

報処理組織を使用して補正が行われた場合に 

は、必要な数の書類が提出されたものとみな 

す。）。 

⑴～⑸ ［略］ 

  ３ 補正書には、補正後の書類を添付すること。

ただし、次の書類について補正を行う場合は、

補正後の書類各２通を添付すること。 

 

 

 

⑴～⑸ ［略］ 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市特定非営利活動促進

法施行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用すること

ができる。 



 

 

さいたま市規則第９８号 

   さいたま市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市区役所等事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（支所の取扱事務） 

第１４条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、大宮区役所区民生活

部大宮駅支所が午後７時まで時間を延長して取り

扱うこととする事務は、次のとおりとする。 

⑴～⑹ ［略］ 

⑺ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税並び 

に森林環境税に係る証明に限る。）の交付に関 

すること。 

⑻ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税並び 

に森林環境税に係る証明を除く。）の交付の申 

請受付に関すること。 

（支所の取扱事務） 

第１４条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、大宮区役所区民生活

部大宮駅支所が午後７時まで時間を延長して取り

扱うこととする事務は、次のとおりとする。 

⑴～⑹ ［略］ 

⑺ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税に係 

る証明に限る。）の交付に関すること。 

 

⑻ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税に係 

る証明を除く。）の交付の申請受付に関するこ 

と。 

  

（市民の窓口の取扱事務） 

第１８条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、市民の窓口（桜区役

所区民生活部区民課西浦和駅市民の窓口、浦和区

役所区民生活部区民課浦和駅市民の窓口、浦和区

役所区民生活部区民課北浦和駅市民の窓口及び浦

和区役所区民生活部区民課与野駅市民の窓口、南

区役所区民生活部区民課南浦和駅市民の窓口並び

に緑区役所区民生活部区民課東浦和駅市民の窓口

に限る。）が午後７時まで時間を延長して取り扱

うこととする事務は、次のとおりとする。 

⑴～⑸ ［略］ 

⑹ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税並び 

に森林環境税に係る証明に限る。）の交付に関 

すること。 

⑺ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税並び 

に森林環境税に係る証明を除く。）の交付の申 

請受付に関すること。 

（市民の窓口の取扱事務） 

第１８条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、市民の窓口（桜区役

所区民生活部区民課西浦和駅市民の窓口、浦和区

役所区民生活部区民課浦和駅市民の窓口、浦和区

役所区民生活部区民課北浦和駅市民の窓口及び浦

和区役所区民生活部区民課与野駅市民の窓口、南

区役所区民生活部区民課南浦和駅市民の窓口並び

に緑区役所区民生活部区民課東浦和駅市民の窓口

に限る。）が午後７時まで時間を延長して取り扱

うこととする事務は、次のとおりとする。 

⑴～⑸ ［略］ 

⑹ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税に係 

る証明に限る。）の交付に関すること。 

 

⑺ 税関係諸証明（個人の市民税及び県民税に係 

る証明を除く。）の交付の申請受付に関するこ 

と。 



 

 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第９９号 

さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則 

さいたま市保健所長事務委任規則（平成１４年さいたま市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（旅館業法等に関する委任事務） （旅館業法等に関する委任事務） 

第９条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以

下この条において「法」という。）、旅館業法施

行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下この

条において「省令」という。）及びさいたま市旅

館業法施行条例（平成１５年さいたま市条例第３

４号。以下この条において「条例」という。）に

関する事務のうち、保健所長に委任する事務は次

のとおりとする。 

第９条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以

下この条において「法」という。）、旅館業法施

行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下この

条において「省令」という。）及びさいたま市旅

館業法施行条例（平成１５年さいたま市条例第３

４号。以下この条において「条例」という。）に

関する事務のうち、保健所長に委任する事務は次

のとおりとする。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 法第３条の２、第３条の３及び第３条の４の

規定による営業者の地位の承継の承認に関する

こと。 

 ⑶～⑻ ［略］ 

 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 法第３条の２及び第３条の３の規定による営

業者の地位の承継の承認に関すること。 

  

⑶～⑻ ［略］ 

附 則 

この規則は、令和５年１２月１３日から施行する。 



さいたま市規則第１００号 

さいたま市旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 

（さいたま市旅館業法施行細則の一部改正） 

第１条 さいたま市旅館業法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（許可申請書の様式等）  （許可申請書の様式等） 
第２条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、省令第１条第２項の図面の 

ほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 

 

 

 

⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の 
写し及び登記事項証明書 

 ⑵～⑷ ［略］ 

 ⑸ 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上が

り用水として使用する水の水質検査（第１０条

第１項に規定する水質の基準に適合しているこ

とを確認するための検査をいう。）の結果を記

載した書面の写し 

 

 

⑹ ［略］ 

 

第２条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、省令第１条第２項の図面の 
ほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、営業者が旅館業を譲渡したときは、当該 
旅館業を譲り受けた者は、第３号及び第４号に掲 
げる書類のうち、変更がない書類の添付を省略す 
ることができる。 
⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の 
写し及び登記事項証明書 

⑵～⑷ ［略］ 
 ⑸ 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上が

り用水として使用する水の水質検査（第９条第

１項に規定する水質の基準に適合していること

を確認するための検査をいう。）の結果を記載

した書面の写し 
 ⑹ ただし書の規定の適用を受ける場合にあって

は、旅館業を譲り受けたことを証する書類 
 ⑺ ［略］ 
 

（営業者たる譲渡人の地位の承継承認申請書の様 
式等） 

 

第４条 省令第１条の３第１項の申請書の様式は、

旅館業営業譲渡承継承認申請書（様式第３号）と

する。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

⑴ 営業の譲渡を証する書類 

⑵ 譲受人が法人の場合にあっては、法人の定款

又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

 



⑶ 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね２

００メートルの区域内に存する法第３条第３項

各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見

取図 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類 

 
（営業者たる法人の合併等に係る地位の承継承認 
申請書の様式等） 

（営業者たる法人の地位の承継承認申請書の様式  

等） 
第５条 省令第２条第１項の申請書の様式は、旅館

業営業合併（分割）承継承認申請書（様式第４号

）とする。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

⑴ 合併後存続する法人若しくは合併により設立 
される法人又は分割により旅館業を承継する法 
人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明  

書 
⑵・⑶ ［略］ 

第４条 省令第２条第１項の申請書の様式は、旅館

業営業承継承認申請書（様式第３号）とする。 

 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

⑴ 合併後存続する法人若しくは合併により設立 
される法人又は分割により旅館業を承継する法 
人の定款又は寄附行為の写し 

 
⑵・⑶ ［略］ 

  

（営業者たる被相続人の地位の承継承認申請書の 

様式等） 

（営業者たる被相続人の地位の承継承認申請書の 

様式等） 

第６条 省令第３条第１項の申請書の様式は、旅館 

業営業相続承継承認申請書（様式第５号）とする。

２ [略] 

第５条 省令第３条第１項の申請書の様式は、旅館

業営業相続承認申請書（様式第４号）とする。 
２ [略] 

  
（承認書の交付） 

第７条 保健所長は、法第３条の２第１項、第３条

の３第１項又は第３条の４第１項の規定による承

認をしたときは、当該申請者に旅館業営業承継承

認書（様式第６号）を交付するものとする。 

 

 

（承認書の交付） 

第６条 保健所長は、法第３条の２第１項又は第３

条の３第１項の規定による承認をしたときは、当

該申請者に旅館業営業承継承認書（様式第５号）

又は旅館業営業相続承認書（様式第６号）を交付

するものとする。 
 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  

第９条 ［略］ 第８条 ［略］ 
  
第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 
  
第１１条 ［略］ 第１０条 ［略］ 
  
第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 
  
第１３条 ［略］ 

 

第１２条 ［略］ 
 

別表第１（第１０条関係） 
 ［略］ 

別表第１（第９条関係） 
 ［略］ 

  



別表第２（第１０条関係） 
 ［略］ 

別表第２（第９条関係） 
 ［略］ 

  
別表第３（第１１条関係） 
 ［略］ 

別表第３（第１０条関係） 
 ［略］ 

  
様式第１号（第２条、第１３条関係） 

旅館業営業許可申請書 
 ［略］ 
 
 ［略］ 

 ［略］ 
８ さいたま市旅館

業法施行細則第１

０条第１項ただし

書又は同条第２項

ただし書の規定に

よる入浴設備に係

る水質の基準の一

部適用除外を求め

る場合 

 ［略］ 

 ［略］ 
１０ ［略］ 

 

様式第１号（第２条、第１２条関係） 
旅館業営業許可申請書 

 ［略］ 
                注 
 ［略］ 

 ［略］ 
８ さいたま市旅館

業法施行細則第９

条第１項ただし書

又は同条第２項た

だし書の規定によ

る入浴設備に係る

水質の基準の一部

適用除外を求める

場合 

 ［略］ 

 ［略］ 
１０ ［略］ 
１１ 営業者から旅

館業を譲り受け

た場合にあって

は、譲渡前の旅

館業に係る営業

者名、許可（承

認）指令番号及

び許可（承認）

指令年月日並び

に旅館業を譲り

受けたことを証

する旨 

営業者名  
許可（承

認）指令

番号 

指令 
第   

号 
許可（承

認）指令

年月日 

年 月 

日 

下記事項を確認後、

□にチェックしてく

ださい。 
□ 私は上記の者か 

ら旅館業を譲り受 
けた者であること 
に相違ありません。

 

備考 次の書類を添付してください。 
  １ 申請者が法人にあっては、定款又は寄附行

為の写し及び登記事項証明書 

 備考  
  １ 営業者から旅館業を譲り受けた場合にあっ

ては、３から５まで、６の⑴及び⑵並びに８

から１０までの記載事項のうち、変更がない

事項の記載を省略することができます。 
  ２ 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね

２００メートルの区域内に存する旅館業法第

３条第３項各号に掲げる施設、主要建物及び

道路を示す見取図 
 

  ２ 次の書類を添付してください。ただし、営 
業者から旅館業を譲り受けた場合にあっては、

第３号及び第４号に掲げる書類のうち、変更 
がない書類の添付を省略することができます。

   ⑴ 申請者が法人にあっては、定款又は寄付

行為の写し及び登記事項証明書 
   ⑵ 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむ



 ね２００メートルの区域内に存する旅館業

法第３条第３項各号に掲げる施設、主要建

物及び道路を示す見取図 
   ⑶ 敷地内の建物の配置図 

⑷ 施設の平面図、立面図及び給排水の配管 
 図 

   ⑸ 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は 
上がり用水として使用する水の水質検査（ 
第９条第１項に規定する水質の基準に適合 
していることを確認するための検査をいう。

）の結果を記載した書面の写し 
   ⑹ ただし書の規定の適用を受ける場合にあ

っては、旅館業を譲り受けたことを証する

書類 
   ⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 
  ３ 敷地内の建物の配置図 
  ４ 施設の平面図、立面図及び給排水の配管図 
  ５ 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上

がり用水として使用する水の水質検査（第１

０条第１項に規定する水質の基準に適合して

いることを確認するための検査をいう。）の

結果を記載した書面の写し 
  ６ 前各項に掲げるもののほか、市長が必要と

認める書類 

 
 
 

  
様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

［略］ ［略］ 
旅館業営業許可書 

 ［略］ 
旅館業営業許可書 

 ［略］ 
 ［略］ 
５ さいたま市旅館

業法施行細則第１

０条第１項ただし

書又は同条第２項

ただし書の規定に

より適用しないこ

ととする入浴設備

に係る水質の基準 

 

 

 ［略］ 
５ さいたま市旅館

業法施行細則第９

条第１項ただし書

又は同条第２項た

だし書の規定によ

り適用しないこと

とする入浴設備に

係る水質の基準 

 

 

 ［略］  ［略］ 
  
様式第４号（第５条関係） 様式第３号（第４条関係） 

旅館業営業合併（分割）承継承認申請書 旅館業営業承継承認申請書 
 ［略］  ［略］ 
      申請者 主たる事務所の所在地 
          名称 
          代表者の氏名 

           住 所 
           氏 名 
 
              注 
           （法人にあっては主たる事



務所の所在地、名称及び代

表者の氏名） 
 ［略］  ［略］ 

合併 
 分割 により営業者の地位を承継したいので、旅  営業者の地位の承継の承認を受けたいので、旅館 

館業法施行規則第２条第１項の規定により、次のと

おり申請します。 
業法第３条の２第１項の規定により、次のとおり申

請します。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 次の書類を添付してください。 

１ 合併後存続する法人若しくは合併により設 

立される法人又は分割により旅館業を承継す 

る法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事 

項証明書 

２・３ ［略］ 

 

 備考 次の書類を添付してください。 

１ 合併後存続する法人若しくは合併により設 

立される法人又は分割により旅館業を承継す 

る法人の定款又は寄附行為の写し 

 

２・３ ［略］ 

 注 
  
様式第５号（第６条関係） 様式第４号（第５条関係） 

旅館業営業相続承継承認申請書 旅館業営業相続承認申請書 
 ［略］  ［略］ 
      申請者 住  所           住  所 
 ［略］  ［略］ 
               注 
          電話番号  

           生年月日 
          被相続人との続柄 
 相続により営業者の地位を承継したいので、旅館 
業法施行規則第３条第１項の規定により、次のとお 
り申請します。 

営業者の地位の承継の承認を受けたいので、旅館

業法第３条の３第１項の規定により、次のとおり申

請します。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第６号（第７条関係） 様式第５号（第６条関係） 
 ［略］  ［略］ 

旅館業営業承継承認書 旅館業営業承継承認書 
 ［略］  ［略］ 
    年  月  日付けで申請のありました旅     年  月  日付けで申請のありました旅 
                    第３条 
館業の営業者の地位については、旅館業法 第３条 
                    第３条 
の２第１項 
の３第１項 の規定により、次のとおり承認します。

の４第１項 

 
館業の営業者の地位の承継については、旅館業法第 
 
 
３条の２第１項の規定により、次のとおり承認しま 
 
す。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 
  
 様式第６号（第６条関係） 



 指令第 号 
年 月 日 

 旅館業営業相続承認書 
   様 
 さいたま市保健所長 印 
 年 月 日付けで申請のありました旅館業の営

業者の地位の承継については、旅館業法第３条の３

第１項の規定により、次のとおり承認します。 
 

 

１ 営業施設の名称  
２ 営業施設の所在地  
３ 営 業 の 種 別  
４ 条 件  

 （教示） 
１ この処分について不服があるときは、処分

があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求

をすることができます。なお、３箇月以内で

あっても、処分があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることがで

きなくなります。 
２ この処分の取消しの訴えは、処分があった

ことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内にさいたま市を被告として（市長が被告の

代表者となります。）提起することができま

す。なお、６箇月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると取消し

の訴えを提起することができなくなります。 
３ この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３箇月以内に審査請求をした場合

には、処分の取消しの訴えは、その審査請求

に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６箇月以内に提起することがで

きます。なお、６箇月以内であっても、裁決

の日の翌日から起算して１年を経過すると取

消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 
  

様式第２号の次に次の１様式を加える。  



様式第３号（第４条関係） 

旅館業営業譲渡承継承認申請書 

 

年  月  日   

 

  （宛先）さいたま市保健所長 

譲受人 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

生年月日 

 

譲渡人 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

 営業の譲渡により営業者の地位を承継したいので、旅館業法施行規則第１条の３第１項の

規定により、次のとおり申請します。 

１ 営業施設の名称  

２ 営業施設の所在地  

３ 営業施設の種別  

４ 譲渡予定年月日 年   月   日 

５ 許可（承認）指令番号 指令      第    号 

６ 許可（承認）指令年月日 年   月   日 

７ 譲受人が旅館業法第３条第２項各号

に該当することの有無及び該当すると

きは、その内容 

無 

有（内容            ） 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 営業の譲渡を証する書類 

２ 譲受人が法人の場合にあっては、法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

３ 当該申請に係る施設の敷地の周囲おおむね２００メートルの区域内に存する旅館業

法第３条第３項各号に掲げる施設、主要建物及び道路を示す見取図 

４ 前３項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

  



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第７号（第８条、第１３条関係） 様式第７号（第７条関係） 
旅館業営業許可（承認）事項変更届 旅館業営業許可（承認）事項変更届 

 ［略］  ［略］ 
       届出者 住 所 
 ［略］ 
               

           住 所 
 ［略］ 
              注 

 ［略］  ［略］ 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第７条関係） 

旅館業営業停止（廃止）届 旅館業営業停止（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 
       届出者 住 所 
 ［略］ 
               

           住 所 
 ［略］ 
              注 

 ［略］  ［略］ 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  

（さいたま市食品衛生法施行細則の一部改正） 

第２条 さいたま市食品衛生法施行細則（平成１４年さいたま市規則第６８号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 



（届出等の様式）  （届出等の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 譲渡、相続、合併又は分割による営業許可又

は営業届出の地位の承継の届出 地位承継届（

様式第５号） 
 ⑸～⑼ ［略］ 
 ⑽ 譲渡、相続、合併、分割によるふぐ処理施設

営業者の地位の承継の届出 ふぐ処理施設認定

書交付申請書（様式第１１号） 
 ⑾～⒁ ［略］ 

第４条 次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 相続、合併又は分割による営業許可の地位の

承継の届出 地位承継届（様式第５号） 
 
 ⑸～⑼ ［略］ 
 ⑽ 相続、合併、分割によるふぐ処理施設営業者

の地位の承継の届出 ふぐ処理施設認定書交付

申請書（様式第１１号） 
 ⑾～⒁ ［略］ 

  
様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係） 
 ［略］  ［略］ 

営業許可申請書・営業届（新規、継続） 営業許可申請書・営業届（新規、継続） 
 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 ［略］ 
添 
付 
書 
類 

□ 施設の構造及

び設備を示す図

面 
 

□ （飲用に適す

る水使用の場合

）水質検査の結

果 
□ 
□ 

□ 
 
 
 
□ 
 
 
 
□ 
□ 
 
 
 
 
 

   営

業

許

可

業

種 

許可の番号及び許 
可年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
添 
付 
書 
類 

□ 施設の構造及

び設備を示す図

面（事業譲渡の

場合は省略可） 

□ （飲用に適す

る水使用の場合

）水質検査の結

果 
□ 
□ 

□ 
 
 
 
□ 
 
 
 
□ 
□ 

   事 
業 
譲 
渡 

営業を譲り受けたことを証する旨 
 

営

業

許

可

業

種 

許可番号及び許可 
年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  
様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 
 ［略］  ［略］ 

営業許可申請書・営業届（変更） 営業許可申請書・営業届（変更） 
 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 



 ［略］ 
営

業

許

可

業

種 

許可の番号及び許 
可年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
営

業

許

可

業

種 

許可番号及び許可 
年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  
様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 
 ［略］  ［略］ 

営業許可申請書・営業届（廃業） 営業許可申請書・営業届（廃業） 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
営

業

許

可

業

種 

許可の番号及び許 
可年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
営

業

許

可

業

種 

許可番号及び許可 
年月日 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

様式第５号を次のように改める。  

  



様式第５号 （第４条関係）

整理番号：

※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。

申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（□）

※

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

届出者住所　※法人にあっては、所在地

（ふりがな） 生年月日　　　　年　　　月　　　日生

届出者氏名　※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

郵便番号： 電話番号： FAX番号：
電子メールアドレス： 法人番号：

譲
渡

し
た

者

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス： 法人番号：

譲渡した者の氏名（法人に
あってはその名称及び代表

者の氏名）

（ふりがな）

譲渡した者の住所（法人に
あってはその所在地）

譲渡年月日 　　　　　年　　　月　　　日

添付書類
□譲渡が行われたことを証する書類
(・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
 ・法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。)

分
割

前
の
法

人

分割前の法人の
名称及び代表者氏名

□登記事項証明書（分割により営業を承継した法人の登記事項証明書）

被

相
続
人

地
位

を
承
継
す

る
者

の
情

報

被相続人との続柄

合

併
に
よ
り

消
滅

し
た
法
人

合併により消滅した法人の

所在地

合併年月日 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

合併により消滅した法人の
名称及び代表者氏名

（ふりがな）

添付書類

下記のとおり、許可営業者又は届出営業者の地位を承継（譲渡・相続・合併・分割）したので、食品衛生法（第56条
第２項・第57条第２項）の規定に基づき届け出ます。

年　　　　月　　　　日

※届出者による記載は不要です。

（宛先）さいたま市保健所長

地位承継届

分割年月日

（ふりがな）

　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

添付書類

添付書類 □登記事項証明書（合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書）

分割前の法人の所在地

承継する施設が輸出食品取扱施設の場合、申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用
します。

電子メールアドレス：

被相続人の氏名
（ふりがな）

被相続人の住所

□戸籍謄本　又は　□法定相続情報一覧図の写し　　　　□同意書（相続人が二人以上いる場合）

相続開始年月日 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

 



郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地（自動車において調理する営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地（自動車において調理する営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号）

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

電子メールアドレス：

施設の所在地（自動車において調理する営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号）

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

備
考

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

営
業
施
設
情
報

（ふりがな）

施設の名称、屋号、商号

許可の番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

営
業
施
設
情
報

（ふりがな）

施設の名称、屋号、商号

許可の番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

営
業
施
設
情
報

（ふりがな）

施設の名称、屋号、商号

許可の番号及び許可年月日
※許可営業の場合のみ記入 営業の種類 備考

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

　番号　　　　　　　　　　年　　月　　日

 
 

 



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第１１号（第４条関係） 

ふぐ処理施設認定書交付申請書 
 ［略］ 
１ 地位の承継の原因 譲渡・相続・合併・分割 
２～５ ［略］ 
６ 専任のふぐ処理者に係る事項 

⑴ 氏名 
⑵ 住所 
⑶ 免許番号 
⑷ 免許年月日 

備考 次の書類を添付すること。 
１ ［略］ 
２ 譲渡による承継の場合 営業の譲渡が行われ 
たことを証する書類 

３ ［略］ 
４ ［略］ 
５ 営業者の地位の承継に当たり、専任のふぐ処 
理者に変更があった場合 変更後の専任のふぐ 
処理者の免許証の写し 

様式第１１号（第４条関係） 
ふぐ処理施設認定書交付申請書 

 ［略］ 
１ 地位の承継の原因 相続・合併・分割 
２～５ ［略］ 
 
 
 
 
 
備考 次の書類を添付すること。 

１ ［略］ 
  

 
２ ［略］ 
３ ［略］ 

 

  
様式第１４号（第４条関係） 

専任のふぐ処理者変更届 
 ［略］ 

 ［略］ 
 備考 
  １ 変更後の者の専任のふぐ処理者の免許証の 

写しを添付すること。 
  ２ 様式第１１号備考第５項の規定により、変

更後の専任のふぐ処理者の免許証の写しを提

出した場合は、当該処理者に係るこの様式の

提出は不要とする。 

様式第１４号（第４条関係） 
専任のふぐ処理者変更届 

 ［略］ 
 ［略］ 

 備考 次の書類のいずれかを添付すること。 
  ・ 変更後の者の専任のふぐ処理者の免許証の

写し 
  ・ 変更後の者の免許を受けた者であることを

証する書面の写し又は免許を受けた者である

ことを証するものとして知事が認める書面の

写し 
  

（さいたま市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正  

） 

第３条 さいたま市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成

１４年さいたま市規則第７０号）の一部を次のように改正する。 



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第９号（第１１条関係） 様式第９号（第１１条関係） 
食鳥処理事業地位承継届 食鳥処理事業地位承継届 

 ［略］ 

食鳥処理業者の地位を承継（譲渡・相続・合併・

分割）したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検

査に関する法律第７条第２項の規定により次のとお

り届け出ます。 

 ［略］ 

食鳥処理業者の地位を相続（合併・分割）により

承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査

に関する法律第７条第２項の規定により次のとおり

届け出ます。 
 ［略］ 
地位を承継した年月日  

譲

渡 

譲渡した者の住所

（法人にあっては

主たる事務所の所

在地）及び譲渡し

た者の氏名（法人

にあってはその名

称及び代表者の氏

名） 

 

相

続 

相続人の住所・氏 
名・生年月日・被 
相続人との続柄 

 

被相続人の住所・ 
氏名・生年月日 

 

 ［略］ 
 備考 次の書類を添付すること。 

１ 食鳥処理事業許可証 
２ 譲渡による承継の場合 事業の譲渡が行わ 

れたことを証する書類 
３ 相続による承継の場合 

⑴ 戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書又 
は不動産登記規則第２４７条第５項の規定 
により交付を受けた同条第１項に規定する 
法定相続情報一覧図の写し 

⑵ 相続人が２人以上ある場合において、そ 
の全員の同意により事業者の地位を承継す 
べき相続人として選定された者にあっては、

その全員の同意書 
４ 合併又は分割による承継の場合 合併後存 

 ［略］ 
地位を承継した年月日  

  

相

続 

相続人の住所・氏

名・生年月日 
 

被相続人の住所・ 
氏名・生年月日・ 
被相続人との続柄 

 

 ［略］ 
 



続する法人若しくは合併により設立された法 
人又は分割により事業を承継した法人の登記 
事項証明書 

  

（さいたま市公衆浴場法施行細則の一部改正） 

第４条 さいたま市公衆浴場法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（営業の許可申請）  （営業の許可申請） 
第２条 省令第１条第５号に規定する市長が定める 

事項は、次のとおりとする。 

 

 

 

第２条 省令第１条第５号に規定する市長が定める 

事項は、次のとおりとする。ただし、営業者が浴 

場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた 

者は、第１号から第９号までに掲げる事項のうち、

変更がない事項の記載を省略することができる。 

⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 第８条第１項ただし書又は第２項ただし書の

規定により水質の基準の一部を適用しないこと

とすることを申請者が求める場合にあっては、

その旨 

⑻・⑼ ［略］ 
⑽ ただし書の規定の適用を受ける場合にあって 
は、譲渡前の浴場業に係る営業者名、許可指令 
番号及び許可指令年月日 

２ 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業

許可申請書（様式第１号）とし、次に掲げる書類

を添付しなければならない。ただし、営業者が浴

場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた

者は、第２号から第４号まで及び第６号に掲げる

書類のうち、変更がない書類の添付を省略するこ

とができる。 

⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の 
写し及び登記事項証明書 

⑵～⑷ ［略］ 
 ⑸ 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水とし

て使用する水の水質検査（第８条第１項に規定

する水質の基準に適合していることを確認する

ための検査をいう。）の結果を記載した書面の

⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 第９条第１項ただし書又は第２項ただし書の

規定により水質の基準の一部を適用しないこと

とすることを申請者が求める場合にあっては、

その旨 

⑻・⑼ ［略］ 
 
 

 

２ 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業

許可申請書（様式第１号）とし、次に掲げる書類

を添付しなければならない。 

 

 

 

 

 ⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の 
写し及び登記事項証明書 

⑵～⑷ ［略］ 
⑸ 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水とし 
て使用する水の水質検査（第９条第１項に規定 
する水質の基準に適合していることを確認する 
ための検査をいう。）の結果を記載した書面の 



写し 

 ⑹ ［略］ 
 
 

 ⑺ ［略］ 

写し 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ただし書の規定の適用を受ける場合にあって

は、浴場業を譲り受けたことを証する書類 

 ⑻ ［略］ 

  
 （譲渡による営業者の地位の承継の届出） 
第４条 省令第１条の２第１項の規定による届出は、

公衆浴場営業譲渡承継届（様式第３号）とし、次 
に掲げる書類を添付しなければならない。 
⑴ 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 

 ⑵ 届出者が法人の場合にあっては、法人の定款

又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 
 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類 

 
 

  
（相続による営業者の地位の承継の届出） 

第５条 省令第２条第１項の規定による届出は、公

衆浴場営業相続承継届（様式第４号）とし、次に

掲げる書類を添付しなければならない。 
 ⑴～⑶ ［略］ 

 （相続による営業者の地位の承継の届出） 
第４条 省令第２条第１項の規定による届出は、公

衆浴場営業相続承継届（様式第３号）とし、次に

掲げる書類を添付しなければならない。 
⑴～⑶ ［略］ 

  
（合併又は分割による営業者の地位の承継の届出 
） 

（合併又は分割による営業者の地位の承継の届出  

） 
第６条 省令第３条第１項及び省令第３条の２第１

項の規定による届出は、公衆浴場営業合併（分割

）承継届（様式第５号）とし、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 
 ⑴ 合併後存続する法人若しくは合併により設立

される法人又は分割により浴場業を承継する法

人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明

書 
⑵ ［略］ 

第５条 省令第３条第１項及び省令第３条の２第１

項の規定による届出は、公衆浴場営業合併（分割

）承継届（様式第４号）とし、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 
 ⑴ 合併後存続する法人若しくは合併により設立

される法人又は分割により浴場業を承継する法

人の定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明

書 
 ⑵ ［略］ 

  
（営業許可事項の変更等の届出） （営業許可事項の変更等の届出） 

第７条 省令第４条の規定による届出は、公衆浴場

営業許可事項変更届（様式第６号）又は公衆浴場

営業停止（廃止）届（様式第７号）により行うも

のとする。 

第６条 省令第４条の規定による届出は、公衆浴場

営業許可事項変更届（様式第５号）又は公衆浴場

営業停止（廃止）届（様式第６号）により行うも

のとする。 
  
第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 
  
第９条 ［略］ 第８条 ［略］ 
  
第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 
  
第１１条 ［略］ 第１０条 ［略］ 
  



別表第１（第９条関係） 別表第１（第８条関係） 
 ［略］  ［略］ 
  
別表第２（第９条関係） 別表第２（第８条関係） 
 ［略］  ［略］ 
  
別表第３（第１０条関係） 別表第３（第９条関係） 
 ［略］  ［略］ 
  
様式第１号（第２条、第８条関係） 様式第１号（第２条、第７条関係） 

公衆浴場営業許可申請書 公衆浴場営業許可申請書 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
９ 申請理由 新規・新築又は改築・土地

収用 
 ［略］ 
１２ さいたま市公

衆浴場法施行細則

第９条第１項ただ

し書又は同条第２

項ただし書の規定

による水質の基準

の一部適用除外を

求める場合 

 ［略］ 

 ［略］ 
１４ ［略］  

 

 ［略］ 
９ 申請理由 新規・営業譲渡・新築又は

改築・土地収用 
 ［略］ 
１２ さいたま市公

衆浴場法施行細則

第８条第１項ただ

し書又は同条第２

項ただし書の規定

による水質の基準

の一部適用除外を

求める場合 

 ［略］ 

 ［略］ 
１４ ［略］  

１５ 営業者から浴  

場業を譲り受けた

場合にあっては、

譲渡前の浴場業に

係る営業者名、許

可指令番号及び許

可指令年月日並び

に浴場業を譲り受

けたことを証する

旨 

営業者名  
許可指令

番号 
指令 
第  号 

許可指令

年月日 
年 月 

日 
下記事項を確認後、

□にチェックしてく

ださい。 
□ 私は上記の者か

ら浴場業を譲り受け

た者であることに相

違ありません。 
  

 

備考 次の書類を添付してください。 
 
 
 
 

１～４ ［略］ 
５ 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水と 
して使用する水の水質検査（第９条第１項に 

備考 次の書類を添付してください。ただし、営 
業者から浴場業を譲り受けた場合にあっては、

第２項から第４項まで及び第６項に掲げる書 
類のうち、変更がない書類の添付を省略する 
ことができます。 

１～４ ［略］ 

５ 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水と 
して使用する水の水質検査（第８条第１項に 



規定する水質の基準に適合していることを確 
認するための検査をいう。）の結果を記載し 
た書面の写し 

６ ［略］ 

 
 
  ７ ［略］ 

規定する水質の基準に適合していることを確 
認するための検査をいう。）の結果を記載し 
た書面の写し 

６ ［略］ 

  ７ ただし書の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、浴場業を譲り受けたことを証する書類 
  ８ ［略］ 

  
様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
 ［略］  ［略］ 

公衆浴場営業許可書 公衆浴場営業許可書 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
７ さいたま市公衆

浴場法施行細則第

９条第１項ただし

書又は同条第２項

ただし書の規定に

より適用しないこ

ととする水質の基

準 

 

  
 

 ［略］ 
７ さいたま市公衆

浴場法施行細則第

８条第１項ただし

書又は同条第２項

ただし書の規定に

より適用しないこ

ととする水質の基

準 

 

  
 

 ［略］  ［略］ 
  
様式第４号（第５条関係） 様式第３号（第４条関係） 

公衆浴場営業相続承継届 公衆浴場営業相続承継届 
 ［略］  ［略］ 
      承継者 住  所       届出者 住  所 

［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］ ［略］ 
           被相続人との続柄 

相続により公衆浴場の営業者の地位を承継しまし 
たので、公衆浴場法第２条の２第２項の規定により、

次のとおり届け出ます。 

公衆浴場の営業者の地位を承継しましたので、公

衆浴場法第２条の２第２項の規定により、次のとお

り届け出ます。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第５号（第６条関係） 様式第４号（第５条関係） 

公衆浴場営業合併（分割）承継届 公衆浴場営業合併（分割）承継届 
［略］ ［略］ 

承継者 主たる事務所の所在地 届出者 住 所 
名称 氏 名 
代表者の氏名  

              注 
          （法人にあっては主たる事務所 

の所在地、名称及び代表者の氏 
名） 



［略］ ［略］ 

公衆浴場の営業者の地位を 
合併 

により承継した  公衆浴場の営業者の地位を合併（分割）により承 
分割 

ので、公衆浴場法第２条の２第２項の規定により、

次のとおり届け出ます。 
継したので、公衆浴場法第２条の２第２項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第６号（第７条、第８条関係） 様式第５号（第６条、第７条関係） 

公衆浴場営業許可事項変更届 公衆浴場営業許可事項変更届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第７号（第７条関係） 様式第６号（第６条関係） 

公衆浴場営業停止（廃止）届 公衆浴場営業停止（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  

様式第２号の次に次の１様式を加える。 
  



様式第３号（第４条関係） 

 

公 衆 浴 場 営 業 譲 渡 承 継 届 

 

年  月  日   

  （宛先）さいたま市保健所長 

承継者 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

生年月日 

 

 譲渡により公衆浴場の営業者の地位を承継しましたので、公衆浴場法第２条の２第２項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 公衆浴場の名称  

２ 公衆浴場の所在地  

３ 公衆浴場の種別  

４ 浴場業を譲渡した者の

氏名及び住所、法人にあっ

ては、名称、主たる事務所

の所在地及び代表者の氏

名 

氏 名  

住 所  

５ 譲渡年月日 年   月   日 

６ 許可指令番号 指令      第    号 

７ 許可指令年月日 年   月   日 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 

２ 届出者が法人の場合にあっては、法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

３ 前２項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

  



（さいたま市興行場法施行細則の一部改正） 

第５条 さいたま市興行場法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７５号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（営業の許可申請） 
第２条 法第２条第１項の規定により興行場の経営

の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

さいたま市保健所条例（平成１３年さいたま市条

例第３０９号）の規定により設置された保健所の

長（以下「保健所長」という。）に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 ⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の

写し及び登記事項証明書 

⑵～⑺ ［略］ 
  

 

⑻ ［略］ 

 （営業の許可申請） 
第２条 法第２条第１項の規定により興行場の経営

の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

さいたま市保健所条例（平成１３年さいたま市条

例第３０９号）の規定により設置された保健所の

長（以下「保健所長」という。）に提出しなけれ

ばならない。ただし、興行場営業を営む者が当該

興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を

譲り受けた者は、第３号から第７号までに掲げる

書類のうち、変更がない書類の添付を省略するこ

とができる。 

 ⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の

写し及び登記事項証明書 

⑵～⑺ ［略］ 

 ⑻ ただし書の規定の適用を受ける場合にあって

は、興行場営業を譲り受けたことを証する書類 

⑼ ［略］ 
  

 （譲渡による営業者の地位の承継の届出） 
第４条 法第２条の２第２項の規定による営業の譲

渡による興行場営業を営む者の地位の承継の届出

は、興行場営業譲渡承継届（様式第３号）により

行うものとする。 
２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 
⑴ 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書 
 類 

 ⑵ 届出者が法人の場合にあっては、法人の定款

又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 
 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類 

 

  



（相続による営業者の地位の承継の届出）  （相続による営業者の地位の承継の届出） 
第５条 法第２条の２第２項の規定による相続によ

る興行場営業を営む者の地位の承継の届出は、興

行場営業相続承継届（様式第４号）により行うも

のとする。 

第４条 法第２条の２第２項の規定による興行場営

業を営む者の地位の承継の届出は、興行場営業相

続承継届（様式第３号）により行うものとする。 
 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（合併又は分割による営業者の地位の承継の届出 
 ） 

（合併又は分割による営業者の地位の承継の届出  

 ） 
第６条 法第２条の２第２項の規定による合併又は

分割による興行場営業を営む者の地位の承継の届

出は、興行場営業合併（分割）承継届（様式第５

号）により行うものとする。 

第５条 法第２条の２第２項の規定による合併又は

分割による興行場営業を営む者の地位の承継の届

出は、興行場営業合併（分割）承継届（様式第４

号）により行うものとする。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （届出事項の変更）  （届出事項の変更） 
第７条 営業を許可された者（以下「営業者」とい

う。）は、第２条の営業許可申請書又は第４条第

１項、第５条第１項若しくは前条第１項の届出書

に記載した事項を変更したときは、その日から１

０日以内に興行場営業許可申請事項変更届（様式

第６号）を保健所長に提出しなければならない。 

第６条 営業を許可された者（以下「営業者」とい

う。）は、第２条の営業許可申請書又は第４条第

１項若しくは前条第１項の届出書に記載した事項

を変更したときは、その日から１０日以内に興行

場営業許可申請事項変更届（様式第５号）を保健

所長に提出しなければならない。 
  

（営業の停止等の届出） （営業の停止等の届出） 
第８条 営業者は、営業の全部若しくは一部を停止

し、又は廃止したときは、その日から１０日以内

に興行場営業停止（廃止）届（様式第７号）を保

健所長に提出しなければならない。 

第７条 営業者は、営業の全部若しくは一部を停止

し、又は廃止したときは、その日から１０日以内

に興行場営業停止（廃止）届（様式第６号）を保

健所長に提出しなければならない。 
  
様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

興行場営業許可申請書 興行場営業許可申請書 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
９ ［略］ 

 

 ［略］ 
９ ［略］ 
１０ 興行場営業を 

営む者から当該 
興行場営業を譲 
り受けた場合に 
あっては、譲渡 
前の興行場営業 
に係る営業者名、 
許可指令番号及 
び許可指令年月 
日並びに興行場 
営業を譲り受け 
たことを証する 

営業者名  
許可指令

番号 
指令 
第  号 

許可指令

年月日 
年 月 

日 
下記事項を確認後、

□にチェックしてく

ださい。 
□ 私は上記の者か

ら興行場営業を譲り

受けた者であること

に相違ありません。 



旨   
 

 備考 次の書類を添付してください。 
１ 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為 

 備考 
１ 興行場営業を営む者から当該興行場営業を 

の写し及び登記事項証明書 
 
 

  ２ 興行場の周囲２００メートル以内の排水路

及び住宅等を示す見取図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 敷地内の建物の配置図 
４ 観覧席、喫煙所、便所、通路等を明らかに 

した各階の平面図 
５ 施設の正面図、側面図及び天井伏図 
６ 観覧席の断面図 
７ 構造及び設備の仕様書 
８ 前各項に掲げるもののほか、市長が必要と 

認める書類 

譲り受けた場合にあっては、３から８の⑴及 
び⑵までの記載事項のうち、変更がない事項 
の記載を省略することができます。 

  ２ 次の書類を添付してください。ただし、興

行場営業を営む者から当該興行場営業を譲り

受けた場合にあっては、第３号から第７号ま

でに掲げる書類のうち、変更がない書類の添

付を省略することができます。 
   ⑴ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行

為の写し及び登記事項証明書 
   ⑵ 興行場の周囲２００メートル以内の排水

路及び住宅等を示す見取図 
   ⑶ 敷地内の建物の配置図 
   ⑷ 観覧席、喫煙所、便所、通路等を明らか

にした各階の平面図 
   ⑸ 施設の正面図、側面図及び天井伏図 
   ⑹ 観覧席の断面図 
   ⑺ 構造及び設備の仕様書 
   ⑻ ただし書の規定の適用を受ける場合にあ

っては、興行場営業を譲り受けたことを証

する書類 
   ⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注 

様式第４号（第５条関係） 様式第３号（第４条関係） 
興行場営業相続承継届 興行場営業相続承継届 

 ［略］  ［略］ 
      承継者 住  所       届出者 住  所 

［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

          生年月日 
           被相続人との続柄 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

４ 相続人 
 ［略］ 
住   所  

 ［略］ 

４ 相続人  ［略］ 

住   所  



  
 ［略］ 

 ［略］ 
 

生年月日 年 月 日 
 ［略］ 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第５号（第６条関係） 様式第４号（第５条関係） 

興行場営業合併（分割）承継届 興行場営業合併（分割）承継届 
［略］ ［略］ 

承継者 主たる事務所の所在地 届出者 住 所 
名称 氏 名 
代表者の氏名  

              注 
          （法人にあっては主たる事務所 

の所在地、名称及び代表者の氏 
名） 

［略］ ［略］ 

 興行場の営業者の地位を 
合併 

により承継しまし  興行場の営業者の地位を合併（分割）により承継 
分割 

たので、興行場法第２条の２第２項の規定により、 
次のとおり届け出ます。 

しましたので、興行場法第２条の２第２項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第６号（第７条関係） 様式第５号（第６条関係） 

興行場営業許可申請事項変更届 興行場営業許可申請事項変更届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第７号（第８条関係） 様式第６号（第７条関係） 

興行場営業停止（廃止）届 興行場営業停止（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  

様式第２号の次に次の１様式を加える。 
  



様式第３号（第４条関係） 

興 行 場 営 業 譲 渡 承 継 届 

年  月  日   

  （宛先）さいたま市保健所長 

承継者 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

 

譲渡により興行場の営業者の地位を承継しましたので、興行場法第２条の２第２項の規定

により、次のとおり届け出ます。 

１ 興行場の名称  

２ 興行場の所在地  

３ 興行場の種別  

４ 興行場営業を譲渡した

者の氏名及び住所、法人に

あっては、名称、主たる事

務所の所在地及び代表者

の氏名 

氏 名  

住 所  

５ 譲渡年月日 年   月   日 

６ 許可指令番号 指令      第    号 

７ 許可指令年月日 年   月   日 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類 

２ 届出者が法人の場合にあっては、法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

３ 前２項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  
  



（さいたま市理容師法施行細則の一部改正） 

第６条 さいたま市理容師法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 営業の譲渡による開設者の地位の承継の届出 
   理容所譲渡承継届（様式第５号） 

⑷ 相続による開設者の地位の承継の届出 理容

所相続承継届（様式第６号） 
⑸ 合併又は分割による開設者の地位の承継の届

出 理容所合併（分割）承継届（様式第７号） 
⑹ 出張理容の届出 出張理容届（様式第８号） 
⑺ 出張理容の届出事項の変更又は廃業の届出  
出張理容届出事項変更（廃業）届（様式第９号 
） 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴・⑵ ［略］ 
 
 

⑶ 相続による開設者の地位の承継の届出 理容

所相続承継届（様式第５号） 
⑷ 合併又は分割による開設者の地位の承継の届

出 理容所合併（分割）承継届（様式第６号） 
⑸ 出張理容の届出 出張理容届（様式第７号） 
⑹ 出張理容の届出事項の変更又は廃業の届出  
出張理容届出事項変更（廃業）届（様式第８号  

） 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
理容所休業（再開）届 理容所休業（再開）届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  
様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

（表） （表） 
理容所開設届 理容所開設届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  
（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 



作業面

の照度 

Lux 

換 気 機械（換気扇・空調機）・自然 

消毒方

法及び

設備 

煮沸（ 台）・蒸気（ 台）・紫外

線（ 台） 
薬物消毒 
消毒用エタノール液・次亜塩素酸ナ

トリウム液 
逆性石ケン液・その他（ ） 

 

消毒済器具・タオル

等格納棚 
器具（ 箇所）タオ

ル等（ 箇所） 
未消毒器具・タオル

等分別スペース 
器具（ 箇所）タオ

ル等（ 箇所） 
 ［略］ 

［略］ 
 
 

 
 
 
 

給湯

設備 有・無 

［略］ 

 ［略］ 
従業員控室  ［略］ 

 

照 明 
蛍光灯・白熱灯・ハロゲン・LED・

その他(   ) 計   個 
照度     Lux 

換 気 機械（換気扇・空調機）・自然（開

閉自由な窓  方向） 

消毒方

法及び

設備 

煮沸（ 台）・蒸気（ 台）・紫外

線（ 台） 
薬物消毒 
消毒用エタノール液・次亜塩素酸ナ

トリウム液 
逆性石ケン液・その他（ ） 
（液量計：① ml 本／② ml 
本） 

消毒済器具・タオル

等格納棚 
器具（  個）タオ

ル等（  個） 
未消毒器具・タオル

等分別スペース 
器具（   ）タオ

ル等（   ） 
 ［略］ 

［略］ 

給湯

設備 

ガス・

ボイラ

ー・電

気・湯

沸器・

その他

（ ） 

［略］ 

 ［略］ 
従業員控室  ［略］ 
理容所の開設 
者から営業を 
譲り受けた場 
合にあっては、

譲渡前の営業 
に係る開設者

名、確認済証 
番号及び確認 
済証年月日並 
びに当該営業 
を譲り受けた 
ことを証する 
旨 

開設

者名 
 

確認

済証

番号 

第  号 

確認

済証

年月

日 

年 月 日 

下記事項を確認後、□にチェ

ックしてください。 
□ 私は上記の者から営業を

譲り受けた者であることに相

違ありません。 
 

 備考 次の書類を添付してください。 
 
 
 
 
  １～７ ［略］ 

 

 

 備考 次の書類を添付してください。ただし、理

容所の開設者から営業を譲り受けた場合にあ

っては、第１項、第２項、第４項、第５項及

び第７項に掲げる書類のうち、変更がない書

類の添付を省略することができます。 
  １～７ ［略］ 
  ８ ただし書の適用を受ける場合にあっては、

営業を譲り受けたことを証する書類 



  ８ ［略］   ９ ［略］ 
 注 

  
様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

理容所開設届出事項変更（廃止）届 理容所開設届出事項変更（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 

届出者 住 所 開設者 住 所 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］ 

 
 備考 ［略］ 

 注 
  
様式第６号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

理容所相続承継届 理容所相続承継届 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 
 相続により理容所の開設者の地位を承継したので、

理容師法第１１条の３第２項の規定により、次のと 
おり届け出ます。 

理容所の開設者の地位を承継したので、理容師法

第１１条の３第２項の規定により、次のとおり届け

出ます。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第７号（第４条関係） 様式第６号（第４条関係） 

理容所合併（分割）承継届 
 ［略］ 

理容所合併（分割）承継届 
 ［略］ 

承継者 主たる事務所の所在地 承継者 主たる事務所住所 
 ［略］  ［略］ 
  注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第８号（第４条関係） 様式第７号（第４条関係） 

出張理容届 出張理容届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］ 

 
 備考 ［略］ 

 注 

 
様式第９号（第４条関係） 様式第８号（第４条関係） 

出張理容届出事項変更（廃業）届 出張理容届出事項変更（廃業）届 



 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］ 

 
 備考 ［略］ 

 注 

  

様式第４号の次に次の１様式を加える。 
  



様式第５号（第４条関係） 

理 容 所 営 業 譲 渡 承 継 届  

 

年  月  日   

 

  （宛先）さいたま市保健所長 

承継者 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

生年月日 

 

 営業の譲渡により理容所の開設者の地位を承継したので、理容師法第１１条の３第２項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

理 容 所 の 名 称  

理 容 所 の 所 在 地  

営業を譲渡した者の氏名及

び住所、法人にあっては、

名称、主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名 

氏 名  

住 所  

譲 渡 年 月 日 年   月   日 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 営業の譲渡が行われたことを証する書類 

２ 承継者が外国人の場合は、住民票の写し（住民基本台帳法第３０条の４５に規定する

国籍等を記載したものに限る。） 
３ 承継者が法人の場合は、登記事項証明書 

４ 前３項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  
  



（さいたま市美容師法施行細則の一部改正） 

第７条 さいたま市美容師法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７７号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 営業の譲渡による開設者の地位の承継の届出 
   美容所譲渡承継届（様式第５号） 

⑷ 相続による開設者の地位の承継の届出 美容

所相続承継届（様式第６号） 
⑸ 合併又は分割による開設者の地位の承継の届

出 美容所合併（分割）承継届（様式第７号） 
⑹ 出張美容の届出 出張美容届（様式第８号） 
⑺ 出張美容の届出事項の変更又は廃業の届出  
出張美容届出事項変更（廃業）届（様式第９号 
） 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴・⑵ ［略］ 
 
 

⑶ 相続による開設者の地位の承継の届出 美容

所相続承継届（様式第５号） 
⑷ 合併又は分割による開設者の地位の承継の届

出 美容所合併（分割）承継届（様式第６号） 
⑸ 出張美容の届出 出張美容届（様式第７号） 
⑹ 出張美容の届出事項の変更又は廃業の届出  
出張美容届出事項変更（廃業）届（様式第８号  

） 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
美容所休業（再開）届 美容所休業（再開）届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  
様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

（表） （表） 
美容所開設届 美容所開設届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  
（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 



作業面

の照度 

Lux 

換 気 機械（換気扇・空調機）・自然 

消毒方

法及び

設備 

煮沸（ 台）・蒸気（ 台）・紫外

線（ 台） 
薬物消毒 
消毒用エタノール液・次亜塩素酸ナ

トリウム液 
逆性石ケン液・その他（ ） 

 

消毒済器具・タオル

等格納棚 
器具（ 箇所）タオ

ル等（ 箇所） 
未消毒器具・タオル

等分別スペース 
器具（ 箇所）タオ

ル等（ 箇所） 
 ［略］ 

［略］ 
 
 

 
 
 
 

給湯

設備 有・無 

［略］ 

 ［略］ 
従業員控室  ［略］ 

 

照 明 
蛍光灯・白熱灯・ハロゲン・LED・

その他(   ) 計   個 
照度     Lux 

換 気 機械（換気扇・空調機）・自然（開

閉自由な窓  方向） 

消毒方

法及び

設備 

煮沸（ 台）・蒸気（ 台）・紫外

線（ 台） 
薬物消毒 
消毒用エタノール液・次亜塩素酸ナ

トリウム液 
逆性石ケン液・その他（ ） 
（液量計：① ml 本／② ml 
本） 

消毒済器具・タオル

等格納棚 
器具（  個）タオ

ル等（  個） 
未消毒器具・タオル

等分別スペース 
器具（   ）タオ

ル等（   ） 
 ［略］ 

［略］ 

給湯

設備 

ガス・

ボイラ

ー・電

気・湯

沸器・

その他

（ ） 

［略］ 

 ［略］ 
従業員控室  ［略］ 
美容所の開設 
者から営業を 
譲り受けた場 
合にあっては、

譲渡前の営業 
に係る開設者

名、確認済証 
番号及び確認 
済証年月日並 
びに当該営業 
を譲り受けた 
ことを証する 
旨 

開設

者名 
 

確認

済証

番号 

第  号 

確認

済証

年月

日 

年 月 日 

下記事項を確認後、□にチェ

ックしてください。 
□ 私は上記の者から営業を

譲り受けた者であることに相

違ありません。 
 

 備考 次の書類を添付してください。 
 
 
 
 
  １～７ ［略］ 

 

 

 備考 次の書類を添付してください。ただし、美

容所の開設者から営業を譲り受けた場合にあ

っては、第１項、第２項、第４項、第５項及

び第７項に掲げる書類のうち、変更がない書

類の添付を省略することができます。 
  １～７ ［略］ 
  ８ ただし書の適用を受ける場合にあっては、

営業を譲り受けたことを証する書類 



  ８ ［略］   ９ ［略］ 
 注 

  
様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

美容所開設届出事項変更（廃止）届 美容所開設届出事項変更（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 

届出者 住 所 開設者 住 所 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 注 
  
様式第６号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

美容所相続承継届 美容所相続承継届 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 
 相続により美容所の開設者の地位を承継したので、

美容師法第１２条の２第２項の規定により、次のと 
おり届け出ます。 

美容所の開設者の地位を承継したので、美容師法

第１２条の２第２項の規定により、次のとおり届け

出ます。 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第７号（第４条関係） 様式第６号（第４条関係） 

美容所合併（分割）承継届 
 ［略］ 

美容所合併（分割）承継届 
 ［略］ 

承継者 主たる事務所の所在地 承継者 主たる事務所住所 
 ［略］  ［略］ 
  注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第８号（第４条関係） 様式第７号（第４条関係） 

出張美容届 出張美容届 
 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 注 

 
様式第９号（第４条関係） 様式第８号（第４条関係） 

出張美容届出事項変更（廃業）届 出張美容届出事項変更（廃業）届 



 ［略］  ［略］ 
               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］  

注 

  

様式第４号の次に次の１様式を加える。 
  



様式第５号（第４条関係） 

美 容 所 営 業 譲 渡 承 継 届  

 

年  月  日   

 

  （宛先）さいたま市保健所長 

承継者 住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

生年月日 

 

 営業の譲渡により理容所の開設者の地位を承継したので、美容師法第１２条の２第２項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

美 容 所 の 名 称  

美 容 所 の 所 在 地  

営業を譲渡した者の氏名及

び住所、法人にあっては、

名称、主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名 

氏 名  

住 所  

譲 渡 年 月 日 年   月   日 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 営業の譲渡が行われたことを証する書類 

２ 承継者が外国人の場合は、住民票の写し（住民基本台帳法第３０条の４５に規定する

国籍等を記載したものに限る。） 
３ 承継者が法人の場合は、登記事項証明書 

４ 前３項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

  
  



（さいたま市クリーニング業法施行細則の一部改正） 

第８条 さいたま市クリーニング業法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７８号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 営業の譲渡による営業者の地位の承継の届出 
   クリーニング営業譲渡承継届（様式第６号） 

⑸ 相続による営業者の地位の承継の届出 クリ

ーニング営業相続承継届（様式第７号） 
⑹ 合併又は分割による営業者の地位の承継の届

出 クリーニング営業合併（分割）承継届（様

式第８号） 

（届出の様式） 
第４条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定め

る様式により行うものとする。 
 ⑴～⑶ ［略］ 
 
 

⑷ 相続による営業者の地位の承継の届出 クリ

ーニング営業者相続承継届（様式第６号） 
⑸ 合併又は分割による営業者の地位の承継の届

出 クリーニング営業者合併（分割）承継届（

様式第７号） 
 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
クリーニング営業休業（再開）届 クリーニング営業休業（再開）届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  
様式第３号（第４条関係）（表） 様式第３号（第４条関係）（表） 

クリーニング所開設届 クリーニング所開設届 
 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
開設予定日  ［略］   

 

 ［略］ 
開設予定日  ［略］ 
営業者からクリ

ーニング業を譲

り受けた場合に

あっては、譲渡

前のクリーニン

グ業に係る開設

開設者名  
確認済証番号 第 号 
確認済証年月日 年 月 

日 
下記事項を確認後、□に

チェックしてください。 



者名、確認済証

番号及び確認済

証年月日並びに

クリーニング業

を譲り受けたこ

とを証する旨 

□ 私は上記の者からク

リーニング業を譲り受

けた者であることに相

違ありません。 

  
 

 
様式第３号（第４条関係）（裏） 

 
様式第３号（第４条関係）（裏） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 次の書類を添付してください。 
 
 
 
 
  １～５ ［略］ 

 

 

 

  ６ ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。ただし、営

業者からクリーニング業を譲り受けた場合に

あっては、第１項から第３項までに掲げる書

類のち、変更がない書類の添付を省略するこ

とができます。 
  １～５ ［略］ 
  ６ ただし書の適用を受ける場合にあっては、

クリーニング業を譲り受けたことを証する書

類 
  ７ ［略］ 
 注 
 

様式第４号（第４条関係）（表） 様式第４号（第４条関係）（表） 
無店舗取次店営業届 無店舗取次店営業届 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
営業開始予定日  ［略］ 

 

 ［略］ 
営業開始予定日  ［略］ 
営業者から無店

舗取次店の営業

を譲り受けた場

合にあっては、

譲渡前の無店舗

取次店の営業に

係る開設者名及

び届出年月日並

びに営業を譲り

受けたことを証

する旨 

開設者名  
届出年月日 年 月 日 
下記事項を確認後、□に

チェックしてください。 
□ 私は上記の者から無

店舗取次店の営業を譲り

受けた者であることに相

違ありません。 

 

様式第４号（第４条関係）（裏） 様式第４号（第４条関係）（裏） 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

 備考 次の書類を添付してください。 
 
 
 
 

１・２ ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。ただし、営

業者から無店舗取次店の営業を譲り受けた場

合であって、第１項に掲げる書類に変更がな

いときは、当該書類の添付を省略することが

できます。 
１・２ ［略］ 



   ３ ただし書の適用を受ける場合にあっては、

営業を譲り受けたことを証する書類 
  
様式第５号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

クリーニング営業届出事項変更（廃止）届 クリーニング営業届出事項変更（廃止）届 
 ［略］  ［略］ 

届出者 住 所 開設者 住 所 
［略］ ［略］ 

               注 
 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 注 
  
様式第７号（第４条関係） 様式第６号（第４条関係） 

クリーニング営業相続承継届 クリーニング営業者相続承継届 
 ［略］ 
（宛先）さいたま市保健所長 

 ［略］ 
（宛先）さいたま市保健所長 

承継者 本 籍 
    住 所 

 
    住 所 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

相続によりクリーニング営業者の地位を承継した

ので、クリーニング業法第５条の３第２項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

クリーニング営業者の地位を承継したので、クリ

ーニング業法第５条の３第２項の規定により、次の

とおり届け出ます。 
クリーニング所（無

店舗取次店）の名称 
 

 ［略］ 
 

名       称  

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
  
様式第８号（第４条関係） 様式第７号（第４条関係） 

クリーニング営業合併（分割）承継届 クリーニング営業者合併（分割）承継届 
 ［略］  ［略］ 

承継者 主たる事務所 
               の 所 在 地 

主たる事務所 
               の 所 在 地 

 ［略］  ［略］ 
                注 
 ［略］  ［略］ 

 クリーニング営業者の地位を 
合併 

により承継 クリーニング営業者の地位を承継したので、クリ 
分割 

したので、クリーニング業法第５条の３第２項の規

定により、次のとおり届け出ます。 
ーニング業法第５条の３第２項の規定により、次の

とおり届け出ます。 
クリーニング所（無

店舗取次店）の名称 
 

 ［略］ 
 

名       称  

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 



  

様式第５号の次に次の１様式を加える。 
  



様式第６号（第４条関係） 

ク リ ー ニ ン グ 営 業 譲 渡 承 継 届 

 

年  月  日   

  (宛先)さいたま市保健所長 

 

承継者 本 籍 

    住 所 

氏 名 

 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

生年月日 

 

 営業の譲渡によりクリーニング営業者の地位を承継したので、クリーニング業法第５条

の３第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

クリーニング所（無店舗取次店）の名称  

クリーニング所の所在地又は業務用車

両の保管場所及び自動車登録番号若し

くは車両番号 

 

営業を譲渡した者の氏名及

び住所、法人にあっては、

名称、主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名 

氏 名  

住 所  

譲 渡 年 月 日 年   月   日 

備考 次の書類を添付してください。 

１ 営業の譲渡が行われたことを証する書類 

２ 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリー

ニング所又は無店舗取次店ごとに、名称、クリーニング所の所在地又は無店舗取次店

の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号、従業者数並びに従事

者中にクリーニング師のある場合は、その氏名を記載した書類 

３ 承継者が法人の場合は、登記事項証明書 

４ 前３項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

 

  

 

  



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されて

いる様式については、当分の間、使用することができる。 



 

 

さいたま市規則第１０１号 

   さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活保護法施行細則（平成１３年さいたま市規則第８１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第７号（第２条関係） 様式第７号（第２条関係） 

給 与 証 明 書 給 与 証 明 書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

控

除

額 

 ［略］ 

市町村民税・

森林環境税 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 

控

除

額 

 ［略］ 

市町村民税 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２３号（第１１条関係） 様式第２３号（第１１条関係） 

 ［略］  ［略］ 

就労自立給付金決定通知書 就労自立給付金決定通知書 

 ［略］  ［略］ 

（備考） 

  就労自立給付金は、この通知を受けた日の属す

る年分の一時所得となりますが、一時所得には５

０万円の特別控除がありますので、他に生命保険

の一時金など一時所得に該当する所得があり、５

０万円の特別控除をしてもなお残額がある場合に

限り一時所得の金額が生じ、所得税、個人住民税

及び森林環境税が課税されることになります。 

（備考） 

  就労自立給付金は、この通知を受けた日の属す

る年分の一時所得となりますが、一時所得には５

０万円の特別控除がありますので、他に生命保険

の一時金など一時所得に該当する所得があり、５

０万円の特別控除をしてもなお残額がある場合に

限り一時所得の金額が生じ、所得税及び個人住民

税が課税されることになります。 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２５号（第１２条関係） 様式第２５号（第１２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

進学準備給付金支給（不支給）決定通知書 進学準備給付金支給（不支給）決定通知書 

 ［略］  ［略］ 

（備考） （備考） 



 

 

  進学準備給付金は、所得税、個人住民税及び森

林環境税は課されず、国税や地方税の滞納処分に

よる差押えは禁止されています。 

  進学準備給付金は、所得税や個人住民税は課さ

れず、国税や地方税の滞納処分による差押えは禁

止されています。 

 ［略］  ［略］ 

  

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市生活保護法施行細則

様式第７号の規定により作成されている様式については、当分の間、使用すること

ができる。 



 

 

さいたま市規則第１０２号 

   さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則（平成２０年さいたま市規則第５

７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第７号（第２条関係） 様式第７号（第２条関係） 

給 与 証 明 書 給 与 証 明 書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

控

除

額 

 ［略］ 

市町村民税・

森林環境税 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 

控

除

額 

 ［略］ 

市町村民税 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律施行細則様式第７号の規定により作成されている様式については、当分

の間、使用することができる。 



 

さいたま市規則第１０３号 

   さいたま市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険税条例施行規則（平成１４年さいたま市規則第５４号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （国民健康保険税に係る文書の様式）  （国民健康保険税に係る文書の様式） 

第３条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に

掲げるとおりとする。 
第３条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に

掲げるとおりとする。 
 ⑴～(23) ［略］  ⑴～(23) ［略］ 

 (24) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出 

  書（様式第２６号） 

 

 (25) 産前産後保険料（税）免除異動連絡票（様式

第２７号） 

 

  

 様式第２５号の次に次の２様式を加える。 

  



 

様式第２６号（第３条関係） 

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 
 

（宛先）さいたま市長 

 

さいたま市国民健康保険税条例第２１条第３項に規定する出産被保険者について、次のとおり届

け出ます。 

届出年月日 年    月    日 

世帯主 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 年    月    日 

住 所  

個 人 番 号  

電 話 番 号  

出産する方 

□世帯主と同じ 

 ※世帯主と出産する方が同じ場合は記入不要です。 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 年    月    日 

住 所  

個 人 番 号  

出産予定日又は出産日 年    月    日 

単胎妊娠又は多胎妊娠の別 単胎 ・ 多胎 

＜注意事項＞ 

 

 

 

 

 



 

様式第２７号（第３条関係） 
 

産前産後保険料（税）免除異動連絡票 

 
発行年月日  年  月  日発行 

 

出 
 

産 
 

被 
 

保 
 

険 
 

者 

氏名  

生年月日  

出産予定日 

又は 

出産日 

 

単胎・多胎の別  

交 
 

付 
 

者 

 

 
      

 
注意事項 

 

 

 

 

印 



 

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１０４号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（事前調査の方法） 

第４５条 ［略］ 

２ 解体等建設工事（特定建築材料（大気汚染防止

法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１１項の

特定建築材料をいう。）が使用されているおそれ

が大きいものとして環境大臣が定める工作物以外

の工作物に係る工事にあっては、塗料その他の石

綿が使用されているおそれのある材料の除去の作

業を伴うものに限る。）に係る前項に規定する調

査（同項ただし書に規定する場合を除く。）につ

いては、大気汚染防止法施行規則（昭和４６年厚

生省・通商産業省令第１号）第１６条の５第２号

の規定により環境大臣が定める者に行わせること

とする。ただし、当該解体等建設工事の自主施工

者である個人（解体等建設工事を業として行う者

を除く。）は、建築物等を改造し、又は補修する

作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの

量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事

を施工する場合には、自ら当該調査を行うことが

できる。 

３ ［略］ 

 

（事前調査の説明事項） 

第４５条の２ ［略］ 

２ 条例第６１条第１項後段の規則で定める事項は、

次のとおりとする。 

 ⑴～⑻ ［略］ 

⑼ 前号に掲げる石綿排出等作業の方法が大気汚 

染防止法第１８条の１９各号に定める方法によ 

り、行うものでないときは、その理由 

 

 ⑽・⑾ ［略］ 

（事前調査の方法） 

第４５条 ［略］ 

２ 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業

を伴う建設工事に係る前項に規定する調査（同項

ただし書に規定する場合を除く。）については、

当該調査を適切に行うために必要な知識を有する

者として環境大臣が定める者に行わせることとす

る。ただし、解体等建設工事の自主施工者である

個人（解体等建設工事を業として行う者を除く。

）は、建築物を改造し、又は補修する作業であっ

て、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく

少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する

場合には、自ら当該調査を行うことができる。 

 
 
 
 
 
 

 

３ ［略］ 

 
（事前調査の説明事項） 

第４５条の２ ［略］ 

２ 条例第６１条第１項後段の規則で定める事項は、

次のとおりとする。 

 ⑴～⑻ ［略］ 

⑼ 前号に掲げる石綿排出等作業の方法が大気汚 

染防止法（昭和４３年法律第９７号）第１８条 

の１９各号に定める方法により、行うものでな 

いときは、その理由 

 ⑽・⑾ ［略］ 



 

 

 

 （解体等建設工事に係る調査に関する記録等） 

第４５条の４ 条例第６１条第３項及び第４項に規

定する記録は、次に掲げる事項（解体等建設工事

に係る建築物等が第４５条第１項第１号から第５

号までに掲げるもののいずれかに該当する場合に

あっては、第１号から第５号までに掲げる事項に

限る。）について作成し、これを解体等建設工事

が終了した日から３年間保存するものとする。 

⑴～⑺ ［略］ 

⑻ 第４５条第２項に規定する調査を行ったとき 

は、当該調査を行った者の氏名 

⑼ ［略］ 

⑽ 解体等建設工事に係る建築物等の部分におけ 

る各建築材料が石綿含有建築材料に該当するか 

否か（第４５条第３項ただし書の規定により当 

該建築物等に石綿含有建築材料が使用されてい 

るものとみなした場合にあっては、その旨）及 

びその根拠 

２ 第４５条第２項に規定する調査を行ったときは、

前項の記録を、前項第８号に規定する者が第４５ 

条第２項に規定する環境大臣が定める者に該当す 

ることを証明する書類の写しとともに保存するも 

のとする。 

 

別表第２（第２２条、第３７条、第４１条関係） 

ばい煙に係る規制基準 

⑴ 硫黄酸化物に係る規制基準 

  ア・イ［略］ 

備考 この式によって算出される硫黄酸化物 

の量は、大気汚染防止法施行規則別表第１ 

の備考第１号若しくは第２号に掲げる測定 

方法又は硫黄酸化物の量の測定法（昭和５ 

７年環境庁告示第７６号）により測定して 

算定される硫黄酸化物の量として表示され 

たものとする。 

 

  ウ ［略］ 

 ⑵～⑸ ［略］ 

 
（解体等建設工事に係る調査に関する記録等） 

第４５条の４ 条例第６１条第３項及び第４項に規

定する記録は、次に掲げる事項（解体等建設工事

に係る建築物等が第４５条第１項第１号から第５

号までに掲げるもののいずれかに該当する場合に

あっては、第１号から第５号までに掲げる事項に

限る。）について作成し、これを解体等建設工事

が終了した日から３年間保存するものとする。 

 ⑴～⑺ ［略］ 

 ⑻ 第４５条第３項に規定する調査を行ったとき

は、当該調査を行った者の氏名 

 ⑼ ［略］ 

⑽ 解体等建設工事に係る建築物等の部分におけ 

る各建築材料が石綿含有建築材料に該当するか 

否か（第４５条第２項ただし書の規定により当 

該建築物等に石綿含有建築材料が使用されてい 

るものとみなした場合にあっては、その旨）及 

びその根拠 

２ 第４５条第２項に規定する調査を行ったときは、

前項の記録を、前項第８号に規定する者が第４５ 

条第３項に規定する環境大臣が定める者に該当す 

ことを証明する書類の写しとともに保存するもの 

とする。 

 

別表第２（第２２条、第３７条、第４１条関係） 

ばい煙に係る規制基準 

⑴ 硫黄酸化物に係る規制基準 

  ア・イ ［略］ 

備考 この式によって算出される硫黄酸化物 

の量は、大気汚染防止法施行規則（昭和４ 

６年厚生省・通商産業省令第１号）別表第 

１の備考第１号若しくは第２号に掲げる測 

定方法又は硫黄酸化物の量の測定法（昭和 

５７年環境庁告示第７６号）により測定し 

て算定される硫黄酸化物の量として表示さ 

れたものとする。 

  ウ ［略］ 

 ⑵～⑸ ［略］ 

 

様式第２６号（第５８条関係） 

特定化学物質取扱量等報告書 

［略］ 

［略］ 

 

連絡先 

［略］ 

電 話 番 号  

 電子メールアドレス  

［略］ 

備考 ［略］ 

 

様式第２６号（第５８条関係） 

特定化学物質取扱量等報告書 

 ［略］ 

［略］ 

連絡先 

［略］ 

電話番号 

 

 

［略］ 

備考 ［略］ 

 



 

 

別紙 

 ［略］ 

前年度の特定化学物質の名称及び取扱量 

［略］ 

特定化学物質の

区分（該当の番

号に○を付し、

管理番号を記載

すること。） 

［略］ 

［略］ 

備考  

１～４ ［略］ 

  ５ 取扱量、使用量、製造量及び取り扱う量の

有効数字は２桁とすること。 

６ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

７ ［略］ 

別紙 

 ［略］ 

前年度の特定化学物質の名称及び取扱量 

［略］ 

特定化学物質の

区分（該当の番

号に○を付し、

号番号を記載す

ること。） 

［略］ 

［略］ 

 備考  

  １～４ ［略］ 

   

 

５ ［略］ 

  ６ 特定化学物質の号番号は、さいたま市生活 

環境の保全に関する条例施行規則別表第１７ 

並びに特定化学物質の環境への排出量の把握 

等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 

別表第１及び別表第２を参照して記載するこ 

と。 

７ ［略］ 

  

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第４５条の４の改正は公布

の日から、様式第２６号の改正は令和６年４月１日から施行する。 



   

 

さいたま市規則第１０５号 

   さいたま市火災予防規則の一部を改正する規則 

 さいたま市火災予防規則（平成１３年さいたま市規則第２４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（標識、標示等の寸法、色等） 

第５条 条例第１３条の２第１項及び第３項、第１

８条第１項第７号及び第３項、第１８条の２第２

項、第１９条第２項及び第３項、第２０条第２項

及び第４項、第２４条第３号、第３３条第２項及

び第３項第２号、第４２条第２項第１号、第５１

条第３項、第５２条第２項第１号並びに第５９条

第４号に規定する標識、標示、掲示板、表示板及

び満員札の寸法等は、別表によるものとする。 

（標識、標示等の寸法、色等） 

第５条 条例第１３条の２第１項及び第３項、第１

８条第１項第７号及び第３項、第１８条の２第２

項、第１９条第２項及び第３項、第２０条第２項

及び第４項、第２４条第３号、第３３条第２項及

び第４項第２号、第４２条第２項第１号、第５１

条第３項、第５２条第２項第１号並びに第５９条

第４号に規定する標識、標示、掲示板、表示板及

び満員札の寸法等は、別表によるものとする。 

  

別表（第５条関係） 

根拠条文 

標識

の種

類 

規制

事項 
寸法 色 

 
幅 

㎝ 

長

さ

㎝ 

地 
文

字 

      

 ［略］ 

第３３条第

３項第２号 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

別表（第５条関係） 

根拠条文 

標識

の種

類 

規制

事項 
寸法 色 

 
幅 

㎝ 

長

さ

㎝ 

地 
文

字 

      

 ［略］ 

第３３条第

４項第２号 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

     急 速 充 電 設 備  

     燃料電池発電設備  

     変 電 設 備設置届出書 

     発 電 設 備 

     蓄 電 池 設 備 

     急 速 充 電 設 備  

     燃料電池発電設備  

     変 電 設 備設置届出書 

     発 電 設 備 

     蓄 電 池 設 備 

 ［略］ 

届 ［略］ 全出力又 ｋＷ 

 ［略］ 

届 ［略］ 全出力又 Ｋｗ 



   

 

出

設

備 

 は蓄電池

容量 

ｋＷｈ 

［略］ 

 ［略］ 
 

出

設

備 

 は定格容

量 

ＡＨ・セ

ル 

［略］ 

 ［略］ 
 

備考 

１・２ ［略］ 

３ 全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電 

   設備、燃料電池発電設備、変電設備又は発電

設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっ 

ては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

備考 

１・２ ［略］ 

３ 全出力又は定格容量の欄には、急速充電設 

   備、燃料電池発電設備、変電設備又は発電設

備にあっては全出力を、蓄電池設備にあって

は定格容量を記入すること。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第５条及び別表の改正は、

公布の日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第１０６号 

さいたま市市税事務所の職員の兼務に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市市税事務所の職員の兼務に関する規則（令和元年さいたま市規則第６３

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

財政局北部市税事務所（個人課税課を除く。）及

び南部市税事務所（個人課税課を除く。）に属する

職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務に

従事する財政局北部市税事務所個人課税課及び南部

市税事務所個人課税課に所属する職員の職を兼ねる

ものとみなす。 
⑴・⑵ ［略］ 
⑶ 市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健

  康保険税の徴収金の徴収に関すること。 

財政局北部市税事務所（個人課税課を除く。）及

び南部市税事務所（個人課税課を除く。）に属する

職員は、辞令を用いることなく、次に掲げる事務に

従事する財政局北部市税事務所個人課税課及び南部

市税事務所個人課税課に所属する職員の職を兼ねる

ものとみなす。 
⑴・⑵ ［略］ 
⑶ 市税、個人の県民税及び国民健康保険税の徴

  収金の徴収に関すること。 
 

附 則 

この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１０７号 

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 １ 総則  １ 総則 

様式番号 名称 

 ［略］ 

９の３ 市民税・県民税・森林環境税特別

徴収督促状 

 ［略］ 

３６ 過誤納金還付（充当等）通知書 

３７ 配当割額及び株式等譲渡所得割額

還付（充当等）通知書 

３８ 第二次納税義務者の納付（納入）

金に還付（充当等）したときの過

（誤）納金還付（充当等）通知書 
 

様式番号 名称 

 ［略］ 

９の３ 市民税・県民税特別徴収督促状 

 

 ［略］ 

３６ 過誤納金還付（充当）通知書 

３７ 配当割額及び株式等譲渡所得割額

還付（充当）通知書 

３８ 第二次納税義務者の納付（納入）

金に還付（充当）したときの過（

誤）納金還付（充当）通知書 
 

 ２ 市民税  ２ 市民税 

様式番号 名称 

 ［略］ 

４１ 市民税・県民税・森林環境税税額

決定（納税）通知書 

４２ 
市民税・県民税・森林環境税 

税 

納 

額 

税 
変更（決定）通知書 

 ［略］ 

４５の２ 市民税・県民税・森林環境税の公

的年金からの特別徴収停止通知書 

 ［略］ 

４７ 市民税・県民税減免申請書兼森林

環境税免除申請書 

４７の２ 市民税・県民税・森林環境税減免 

・免除可否決定通知書 

様式番号 名称 

 ［略］ 

４１ 市民税・県民税税額決定（納税）

通知書 

４２ 
市民税・県民税 

税額 

納税 
変更（決 

定）通知書 

 ［略］ 

４５の２ 市民税・県民税の公的年金からの

特別徴収停止通知書 

 ［略］ 

４７ 市民税・県民税減免申請書 

 

４７の２ 市民税・県民税減免可否決定通知

書 



 

 

４７の３ 市民税・県民税・森林環境税減免 

・免除取消決定通知書 

 ［略］ 
 

４７の３ 市民税・県民税減免取消決定通知

書 

 ［略］ 
 

 ３～８ ［略］  ３～８ ［略］ 

  

別表第２（第１２条の５関係） 別表第２（第１２条の５関係） 

市民税の減免 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第４

７条

第１

項第

１号

に該

当す

る場

合 

１ 災害（震災、

 風水害、落雷、

 火災その他こ 

 れらに類する 

 災害をいう。 

 以下この表、

次表、別表第

５及び別表第

６において同 

じ。）により、

次の各号のい

ずれかに該当

することとな

った者 

⑴・⑵ ［略 

  ］ 

［略

］ 

条例第４７

条第２項に

規定する申

請書（以下

この表にお

いて「申請 

書」という。

）の提出が

あった日（

市長が必要

があると認

める場合に

は、減免を

受けようと

する事由が 

発生した日。

以下この表

において同

じ。）以後

に納期限が

到来する当

該年度の税

額（条例第

３７条第１

項、第４４

条の２第１

項又は第４

４条の５第

１項の規定

により特別

徴収の方法

によって個

人の市民税

を徴収され

る者である 

場合には、 

申請書の提

出があった

日以後に支

払を受ける

べき法第３ 

２ 災害により 

個人の市民税 

 の納税義務者

（その者の法

第３１４条の

２第１項第１

号に規定する

政令で定める

親族を含む。

以下この項に

おいて同じ。

）の所有に係

る住宅又は家

財につき生じ

た損害金額（

保険金、損害

賠償金その他

これらに類す

るものにより

埋められた部

分の金額を除

く。以下この

表において同

じ。）及び前

年の法第２９ 

市民税の減免 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第４

７条

第１

項第

１号

に該

当す

る場

合 

１ 天災その他 

の災害により、

 次の各号のい

ずれかに該当

することとな

った者 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴・⑵ ［略 

  ］ 

２ 天災その他 

 の災害により 

 個人の市民税

の納税義務者

（その者の法

第２９２条第

１項第７号及

び第９号に規

定する同一生

計配偶者及び

扶養親族を含

む。）の所有

に係る住宅又

は家財につき 

［略

］ 

災害を受け

た日以後に

到来する納

期において

納付する当

該年度の税

額（特別徴

収に係るも

のにあって

は、仮に普

通徴収の方

法によって

徴収すると

した場合に

おける納期

において納

付する当該

年度の税額

）について

適用する。

ただし、災

害を受けた

日がその年

度の翌年度

の賦課期日

以後である

ときは、翌

年度の税額

についても

適用する。 

 受けた損害の 

金額（保険金、

 損害賠償金等 

により補填さ 

れるべき金額 

を除く。以下 

「損害金額」 

という。）及 

び前年の同項 

第１３号に規 

定する合計所 

  



 

 

  ２条第１項第

１３号に規定

する合計所得

金額（以下こ

の表において

「合計所得金

額」という。

）が、次の各

号のいずれか

に該当すると

認められる者 

 １７条の２

第１項に規

定する給与

又は同項に

規定する公

的年金等の

支払の際に

徴収される

べき当該年

度の税額を

いう。以下

この表にお

いて同じ。

）について

適用する。

ただし、災

害を受けた

日がその年

度の翌年度

の賦課期日

以後である

ときは、翌

年度の税額 

についても 

適用する。 

 ⑴ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の５以上

（災害によ

り当該納税

義務者の所

有に係る住

宅につきこ

れと同程度

の損害を受

けたことに

ついて災害

対策基本法

（昭和３６

年法律第２

２３号）第

９０条の２

第１項に規 

定する罹
り

災 

証明書（第 

４号におい 

て「罹災証 

明書」とい 

う。）によ 

り確認する 

ことができ 

る場合を含 

む。次号及 

び第３号に 

おいて同じ。

）で前年の 

合計所得金 

額が５００ 

万円以下で 

あること。 

 ⑵・⑶ ［略 

  ］ 

  

得金額（以下 

「合計所得金 

額」という。 

）が、次の各 

号のいずれか 

に該当すると 

認められる者 

 

 

 

 

  ⑴ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の５以上

で前年の合

計所得金額

が５００万

円以下であ

ること。 

  

  ⑵・⑶ ［略 

  ］ 

  



 

 

  ⑷ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の３以上

１０分の５

未満（災害

により当該

納税義務者

の所有に係

る住宅につ

きこれと同

程度の損害

を受けたこ

とについて

罹災証明書

により確認

することが

できる場合

を含む。次

号及び第６

号において

同じ。）で

前年の合計

所得金額が

５００万円

以下である

こと。 

  

 ⑸・⑹ ［略 

  ］ 

  

条例

第４

７条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

［略］ 申請書の提

出があった

日以後に納

期限が到来

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

 ［略］ 

条例

第４

７条

第１

項第

４号

に該

当す

る場 

失業又は廃業に

より収入が著し

く減少したこと

その他特別の事

情により市長が

必要と認める者 

 

 

 

市長が

適当と

認める

割合 

申請書の提

出があった

日以後に納

期限が到来

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

 

  ⑷ 損害金額

がその住宅

又は家財の

価格の１０

分の３以上

１０分の５

未満で前年

の合計所得

金額が５０

０万円以下 

であること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑸・⑹ ［略 

  ］ 

  

   

条例

第４

７条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

［略］ 当該事由の

存続する期

間中に到来

する納期に

おいて納付

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

［略］ 

条例

第４

７条

第１

項第

４号

に該

当す

る場

１ 学生又は生

徒（所得税法

第２条第１項

第３２号に規

定する勤労学

生をいう。）

で、自己の勤

労に基づいて 

得た事業所得、

均等割

額及び

所得割

額の合

計額の

全部 

当該事由の

存続する期

間中に到来

する納期に

おいて納付

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 



 

 

合    

    

    

 

合 

 

 

 

給与所得、退  

職所得又は雑 

所得（以下「 

給与所得等」 

という。）を 

有するものの 

うち、前年の 

合計所得金額 

が７５万円以 

下であり、か 

つ、前年の合 

計所得金額の 

うち給与所得 

等以外の所得 

に係る部分の 

金額が１０万 

円以下である 

もの 

 

 

 ２ その他市長 

が必要と認め 

るもの 

市長が

適当と

認める

割合 

 

 

  

別表第３（第１３条関係） 別表第３（第１３条関係） 

固定資産税及び都市計画税の減免 固定資産税及び都市計画税の減免 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第８

０条

第１

項第

１号

に該

当す

る場

合 

［略］ 条例第８０

条第２項に

規定する申

請書（以下

この表にお

いて「申請 

書」という。

）の提出が

あった日（

市長が必要

があると認

める場合に

は、減免を

受けようと

する事由が 

発生した日。

以下この表

において同

じ。）以後

に納期限が

到来する当

該年度の税

額について 

 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第８

０条

第１

項第

１号

に該

当す

る場 

合 

 

 ［略］ 当該事由の

存続する期

間中に到来

する納期に

おいて納付

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  適用する。 

条例  ［略］ 第１項から 

第８

０条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

 第４項まで

は、賦課期

日において

当該事由に

該当する場

合に、当該

賦課期日の

属する年度

の翌年度の

税額につい 

て適用する。

第５項及び

第６項は、

申請書の提

出があった

日以後に納

期限が到来

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

 

条例

第８

０条

第１

項第

３号

に該

当す

る場

合 

［略］ 

 

申請書の提

出があった

日以後に納

期限が到来

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。ただ

し、災害を

受けた日が

その年度の

翌年度の賦

課期日以後

であるとき

は、翌年度

の税額につ

いても適用

する。 

条例

第８

０条

第１

項第

４号

に該

当す 

 ［略］ 

 

第１項、第

４項及び第

５項は、賦

課期日にお

いて当該事

由に該当す

る場合に、 

当該賦課期 

   

条例  ［略］ 第１項から 

第８

０条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

  第４項まで

は、賦課期

日において

当該事由に

該当する場

合に、当該

賦課期日の

属する年度

の翌年度の

税額につい 

て適用する。

第５項及び

第６項は、

当該事由の

発生した日

以後に到来

する納期に

おいて納付

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 

条例

第８

０条

第１

項第

３号

に該

当す

る場

合 

［略］ 

 

災害を受け

た日以後に

到来する納

期において

納付する当

該年度の税

額について

適用する。

ただし、災

害を受けた

日がその年

度の翌年度

の賦課期日

以後である

ときは、翌

年度の税額

についても

適用する。 

条例

第８

０条

第１

項第

４号

に該

当す 

 ［略］ 

 

第１項、第

４項及び第

５項は、賦

課期日にお

いて当該事

由に該当す

る場合に、

当該賦課期 



 

 

る場 

合 

 日の属する 

年度の翌年 

  度の税額に

ついて適用

する。第２

項、第３項

及び第６項

は、申請書

の提出があ

った日以後

に納期限が

到来する当

該年度の税

額について

適用する。 

 
 

る場 

合 

 日の属する

年度の翌年 

  度の税額に

ついて適用

する。第２

項、第３項

及び第６項

は、当該事

由の発生し

た日以後に

到来する納

期において

納付する当

該年度の税

額について

適用する。 
 

  

別表第４(第１４条関係) 別表第４(第１４条関係) 

軽自動車税の種別割の減免 軽自動車税の種別割の減免 

区分 
減免の

範囲 

減免の

割合 
摘要 

［略］ 

条例

第９

６条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

 ［略］ 条例第９６条第２

項に規定する申請

書の提出があった

日（市長が必要が

あると認める場合

には、減免を受け

ようとする事由が

発生した日。）以

後に納期限が到来

する当該年度の税

額について適用す

る。 

［略］ 
 

区分 
減免の

範囲 

減免の

割合 
摘要 

［略］ 

条例

第９

６条

第１

項第

２号

に該

当す

る場

合 

［略］ 当該事由の存続す

る期間中に到来す

る納期において納

付する当該年度の

税額について適用

する。 

 

 

 

 

 

 

［略］ 
 

  

別表第５(第１７条関係) 別表第５(第１７条関係) 

特別土地保有税の減免 特別土地保有税の減免 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第１

２０

条第

１項

に該

当す

る場

合 

 ［略］ 

 

条例第１２

０条第２項

に規定する

申請書の提

出があった

日（市長が

必要がある

と認める場

合には、減 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第１

２０

条第

１項

に該

当す

る場

合 

 ［略］ 

 

当該事由の

発生した日

以後に到来

する納期に

おいて納付

する当該年

度の税額に

ついて適用

する。 



 

 

  免を受けよ

うとする事 

  由が発生し

た日。）以

後に納期限

が到来する

当該年度の

税額につい 

て適用する。
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

別表第６(第１８条関係) 別表第６(第１８条関係) 

事業所税の減免 事業所税の減免 

区分 
減免の範

囲 

減免の割合 

摘要 資産

割 

従業

者割 

条例

第１

５０

条第

１項

第１

号に

該当

する

場合 

１ 災害

により

事業所

用家屋

が滅失

し、又

は甚大

な損害

を受け

た事業

所用家

屋 

 

 

 

 

 

［略］ 条例第１５

０条第２項

に規定する

申請書の提

出があった

日（市長が

必要がある

と認める場

合には、減

免を受けよ

うとする事

由が発生し

た日。）以

後に納期限

が到来する

当該年度の

税額につい 

て適用する。

 ［略］ 
 

区分 
減免の範

囲 

減免の割合 

摘要 資産

割 

従業

者割 

条例

第１

５０

条第

１項

第１

号に

該当

する

場合 

１ 天災

その他

これに

類する

事由に

より事

業所用

家屋が 

滅失し、

又は甚 

大な損 

害を受 

けた事 

業所用 

家屋 

 

 

 

［略］ 災害を受け

た日以後に

納期限の到

来する当該

年度の税額

について適

用する。 

 ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

様式第４号（その２）（別表第１関係） 様式第４号（その２）（別表第１関係） 

法人証明    税証明交付請求書 

（納税証明書・営業（所在）証明書） 

 ［略］ 

［略］ 

   ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 

法人証明    税証明交付請求書 

（納税証明書・営業（所在）証明書） 

 ［略］ 

［略］ 

   ［略］ 

  
委任状 

 私は、上記の内容について、税証明書の交付

請求及び受領をする権限を、下記代理人に委任

します。 

代理人 

（住所） 

委任者 

（所在地） 



 

 

 

 

 

［略］ 

（氏名） 

（生年月日）  

（名称） 

（代表者氏名） 

年 月 日  

 ［略］ 

  

様式第９号の３（別表第１関係）（表） 様式第９号の３（別表第１関係）（表） 

督 促 状 

 ［略］ 
 

［

略］ 

［略］ 

 さいたま市  
市民税・県民税・森林環境税(特

別徴収) 

［略］ 

［略］ 
 

督 促 状 

 ［略］ 
 

［

略］ 

［略］ 

 さいたま市  

市民税・県民税(特別徴収) 

［略］ 

［略］ 
 

  

様式第１０号（別表第１関係） 様式第１０号（別表第１関係） 

納税管理人申告書（    税） 

 ［略］ 

新納

税管

理人 

 ［略］ 

フ リ ガ ナ  
職業・業種 

 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

生年月日 

（個人の場

合のみ） 

 

旧納

税管

理人 

 ［略］ 

フ リ ガ ナ  
職業・業種 

 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

生年月日 

（個人の場

合のみ） 

 

 ［略］ 
 

納税管理人申告書（    税） 

 ［略］ 

新納

税管

理人 

 ［略］ 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

職業 

 

旧納

税管

理人 

 ［略］ 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

職業 

 

 ［略］ 
 

  

様式第１１号（別表第１関係） 様式第１１号（別表第１関係） 

納税管理人承認申請書（    税） 

 ［略］ 

新納

税管

理人 

 ［略］ 

フ リ ガ ナ  
職業・業種 

 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

生年月日 

（個人の場

合のみ） 

 

旧納

税管

理人 

 ［略］ 

フ リ ガ ナ  
職業・業種 

 

 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

生年月日 

（個人の場 

 

納税管理人承認申請書（    税） 

［略］ 

新納

税管

理人 

 ［略］ 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

職業 

 

旧納

税管

理人 

 ［略］ 

氏名（名称

及び代表者

氏名） 

 

職業 

 



 

 

   合のみ）  

 ［略］ 
 

     

 ［略］ 
 

  

様式第１４号（別表第１関係） 様式第１４号（別表第１関係） 

相続人代表者指定届 

［略］ 

代
表
者 

 

相
続
人
の 

フ リ ガ ナ  生年月日 

（個人の場

合のみ） 

 

 

 

氏  名 

（名 称） 

 

［略］ 

［略］ 
 

相続人代表者指定届 

［略］ 

代
表
者 

相
続
人
の 

氏  名 

（名 称） 

 

［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３６号(別表第１関係) 様式第３６号(別表第１関係) 

 ［略］ ［略］ 

過誤納金還付（充当等）通知書 

［略］ 

あなたが納付（納入）された市税等のうち、

納め過ぎとなった金額について次のとおり還付

又は充当（納付又は納入の委託を含みます。以

下「充当等」といいます。）をしますので通知

します。 

 ［略］ 

  充  当  等  の  内  訳 

 ［略］ 

充当等の額  ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］ 充当等の額（

Ｃ） 

 ［略］ 

 ［略］ 

    

   ［略］   
 

 ［略］ ［略］ 

過誤納金還付（充当）通知書 

［略］ 

あなたが納付（納入）された市税のうち、納

め過ぎとなった金額について次のとおり還付（

充当）をしますので通知します。 

 

 

 ［略］ 

  充  当  先  の  内  訳 

 ［略］ 

充 当 額  ［略］ 

 ［略］ 

  ［略］ 

 

充当額（Ｃ） ［略］ 

 ［略］ 

    

   ［略］   
 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３７号(別表第１関係) 様式第３７号(別表第１関係) 

 ［略］ ［略］ 

配当割額及び株式等譲渡所得割額

還付（充当等）通知書 

［略］ 

確定申告又は市民税・県民税申告されたこと

に伴い、既に特別徴収された配当割額・株式等

譲渡所得割額に還付金が生じました。次のとお

り還付又は充当（納付又は納入の委託を含みま

す。以下「充当等」といいます。）をしますの

で、通知します。 

 ［略］ 

 ［略］ ［略］ 

配当割額及び株式等譲渡所得割額

還付（充当）通知書 

［略］ 

 確定申告又は市民税・県民税申告されたこと

に伴い、既に特別徴収された配当割額・株式等

譲渡所得割額に還付金が生じました。次のとお

り還付（充当）をしますので、通知します。 

 ［略］ 



 

 

控除不足額の明細 

 ［略］ 

  充  当  等  の  内  訳 

 ［略］ 

充 当 等 の 額  

 ［略］ 

  ［略］ 充当等の額（

Ｃ） 

［略］ 

 ［略］ 

    

   ［略］   
 

所得割額・均等割額に充当後の控除不足額の明

細 

 ［略］ 

  充  当  先  の  内  訳 

 ［略］ 

充  当  額  

 ［略］ 

  ［略］ 充当額（Ｃ） ［略］ 

 ［略］ 

    

   ［略］   
 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３８号(別表第１関係) 様式第３８号(別表第１関係) 

 ［略］ ［略］ 

第二次納税義務者の納付（納入

）金に還付（充当等）したとき

の過（誤）納金還付（充当等）

通知書 

［略］ 

過（誤）納金を第二次納税義務者（保証人）

に還付又は充当（納付又は納入の委託を含みま

す。以下「充当等」といいます。）しましたの

で、次のとおり通知します。 

 ［略］ 

充

当

等

の

内

訳 

 ［略］ 

［略］ 充当等の額 ［略］  

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ ［略］ 

第二次納税義務者の納付（納入

）金に還付（充当）したときの

過（誤）納金還付（充当）通知

書 

［略］ 

過（誤）納金を第二次納税義務者（保証人）

に還付（充当）しましたので、地方税法施行令

第６条の１３第２項の規定により、次のとおり

通知します。 

 ［略］ 

充

当

内

訳 

 ［略］ 

 ［略］ 充 当 額 ［略］  

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

 

様式第３９号（その１）（表）から様式第３９号（その２）までを次のように改め

る。  



様式第３９号（その１）（別表第１関係）（表） 
（宛先）さいたま市長    年  月  日提出 

年度分 市民税・県民税申告書 

年 1 月 1 日現在の住所  
電 話 番 号 

自宅・勤務先・携帯 

 
現 住 所 同 上 個 人 番 号  
フ リ ガ ナ  業 種 又 は 職 業  
氏 名  世 帯 主 の 氏 名  
生 年 月 日 明・大・昭・平・令     年   月   日生 世帯主との続柄  
「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。）を記載してください。 整 理 番 号  

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項 

⑬社会保険料控除 

社会保険の種類 支払った保険料  
 

１ 

収 

入 

金 

額 

等 

事

業 
営業等 ア  円 

 円 農 業 イ   
  不動産 ウ   

  利 子 エ   

  配 当 オ   
  給 与 カ   

⑭小規模企業共済等掛金控除  円 
雑 

公的年金等 キ   

⑮生命保険料控除  

新生命保険料の計 旧生命保険料の計 業 務 ク   
円 円 その他 ケ   

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計 総
合
譲
渡 

短 期 コ   
円 円 長 期 サ   

介護医療保険料の計  
 

一 時 シ   
円 

２ 
所 

得 

金 

額 

事 
業 

営業等 ①   

⑯地震保険料控除  
地震保険料の計 旧長期損害保険料の計 農 業 ②   

円 円 不動産 ③   

⑰～⑲寡婦控除、ひと

り親控除、勤労学生控

除 

⑰□ 寡婦控除 ⑱ 
□ ひとり親

控除 

⑲□ 勤労学生控除 利 子 ④   

□死別 □生死不明 
□離別 □未帰還 

（学校名） 
                   

配 当 ⑤   
給 与 ⑥   

⑳申告者本人が障害者

の場合は、障害の程度

を記入してください。 
障害の程度 

手帳の種別  

雑 

公的年金等 ⑦   

等 級 級・度 業 務 ⑧   
㉑～㉒配偶者控除・配

偶者特別控除・同一生

計配偶者 
※同一生計配偶者（控除対

象配偶者を含む。）の場合

は、同居別居の別も記入 

配偶者 
の氏名  □同居 

□別居 ⑳障害の程度 級・度 
 その他 ⑨   

合計（⑦＋⑧＋⑨） ⑩   
生年月日 明・大・昭・平・令  ・ ・ 配偶者の合計所得金額 円  総合譲渡・一時 ⑪   
個人番号  □ 同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。） 合計 ⑫   

㉓
扶
養
控
除 

（
１
６
歳
未
満
の
扶
養
親
族 

（
控
除
対
象
外
）
を
含
む
。
） 

１ 
氏名  生年 

月日 

明・大・昭・平・令 □同居 
□別居 

続

柄 
 

⑳障害 

の程度 級・度 
４

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額 

社会保険料控除 ⑬   
個人番号  ・ ・ 小規模企業共済等掛金控除 ⑭   

２ 
氏名  生年 

月日 

明・大・昭・平・令 □同居 
□別居 

続

柄 
 

⑳障害 

の程度 級・度 

生命保険料控除 ⑮   
個人番号  ・ ・ 地震保険料控除 ⑯   

３ 
氏名  生年 

月日 

明・大・昭・平・令 □同居 
□別居 

続

柄 
 

⑳障害 

の程度 級・度 

寡婦、ひとり親控除 ⑰～⑱   
個人番号  ・ ・ 勤労学生、障害者控除 ⑲～⑳   

４ 
氏名  生年

月日 

明・大・昭・平・令 □同居 
□別居 

続

柄 
 

⑳障害 

の程度 級・度 

 配偶者（特別）控除 ㉑～㉒   
個人番号  ・ ・ 扶養控除 ㉓   

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「１０」に氏名、住所及び国外居住者である場合は区分を記入してください。  基礎控除 ㉔   

㉖雑損控除 

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類  ⑬から㉔までの計 ㉕   
・ ・   雑損控除 ㉖   

損害金額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額  医療費控除 区分 □ ㉗   
 円 円 円  合計（㉕＋㉖＋㉗） ㉘   

㉗医療費控除 
支払った医療費等 保険金などで補填される金額       

円 円  地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場

合には、「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」

と記入してください。 
 
分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・県民

税申告書（分離課税等用）」をあわせて提出してく

ださい。 

６ 事業専従者に関する事項  
 氏 名 生年月日 個人番号 続柄 従事月数 専従者給与（控除）額 

１  明・大・昭 
平・令 ・ ・   月  

２  明・大・昭 
平・令 ・ ・   月   

所得税における青色申告の承認の有無  承認あり・承認なし 専従者給与（控除）額の合計額  ５ 給与・公的年金

等に係る所得以外

（  年４月１日

において６５歳未

満の方は給与所得

以外）の市民税・

県民税の納税方法 

 

□給与から差引き 

（特別徴収） 

□自分で納付 

（普通徴収） 

７ 寄附金に関する事項 
都道府県、市区町村分（特例控除対象） 寄附先 円 
埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉県支部・都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）  

条例指定分 
埼玉県 寄附先  

さいたま市 寄附先  
支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活

動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。 

 

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。 
年度分市民税・県民税申告書受付書 

住 所  受付日付印 
氏 名  

 



様式第３９号（その１）（別表第１関係）（裏） 
８ 給与収入の内訳 

日給などの給与収入のある方で、源泉徴収票のない

方は記入してください。 

  16 所得がなかった方の記載欄（該当するものに○をして必要事項を記入してくださ

い。） 
１．次の方の扶養になっていた、又は援助を受けていた。 

 同居  ・  別居（別居の場合は住所を記入してください。） 

 住所                                 

 氏名            あなたとの続柄              
 
 
〈上記の方が単身赴任の場合、次の項目にも記入してください。〉 

月 月収（勤務先①） 月収（勤務先②）   
1  円   円 
2   
3   
4   
5   
6     単身赴任の期間   年   月から   年   月まで（予定）  

7   前年所得種類及び合計所得金額 所得   
8   

さいたま市内の家屋の使用状況 A 家族が住んでいる(持家や貸家) 
B 間借りしている 

 
9   

10   ２．学生・生徒で収入がなかった。（前年１２月３１日の現況） 

 大学・大学院  短大  専門学校  その他         年卒業予定 

３．雇用保険（失業保険）・労災保険等を受給していた。（現在も受給中） 

 受給期間      年       月から     年     月まで 

４．遺族年金・傷病手当金等で生活していた。 

遺族年金・傷病手当金・障害年金・その他（    ） 

（障害者控除を申告される方は、表面の「障害の程度」欄にも記入してくだ 
さい。） 

 年間受給金額                             

５．生活保護法による生活扶助を受けていた。（現在も受けている。） 

 受給期間     年       月から     年     月まで 

６．その他（貯金を取りくずしていた等生活状況を記入してください。） 
 

11   
12   

賞与等 円 円 

合 計   

法人番号 
又は所在地 

  

勤務先名   

電話番号   
  

９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項 

種 目 支払者の「名称」及び 
「法人番号又は所在地」等 

収入金額 必要経費 

  円 円 

    

      
  
10 別居の扶養親族等に関する事項 

1 

フリガナ  

住所 

 
国外 
居住 

□配偶者 
□30 歳未満又は 70 歳以上 
□留学  □障害者 
□38 万円以上の支払 

 
氏名  

2 

フリガナ  

住所  国外 
居住 

□配偶者 
□30 歳未満又は 70 歳以上 
□留学  □障害者 
□38 万円以上の支払 

 
氏名  

3 

フリガナ  

住所  国外 
居住 

□配偶者 
□30 歳未満又は 70 歳以上 
□留学  □障害者 
□38 万円以上の支払 

 
氏名  

  
11 事業・不動産所得がある方は、「収支内訳書」を添付してください。 
12 配当所得がある方は、収入金額及び必要経費がわかる書類を添付してください。 
   
13 表面に書ききれなかった「扶養親族」 17 事業税に関する事項 
ここに必要事項を記入してください。（氏名、生年月日、

続柄、個人番号等）  非課税所

得など 

所得金額   円 損 益 通 算 の

特例適用前の 
不動産所得 

円 事業用資

産の譲渡

損失など 

資産の

種類 
損失額・被災

損失額(白) 
    円 

前年中の 
開廃業 

開始・廃止 
事業所

所在地 

  

   月   日 

□ 他都道府県の事務所等 
  この申告書を提出した方は事業税の申告書を提出する必要がありません。 
14 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項 18 さいたま市以外の市区町村に勤務

先より給与支払報告書を提出済み

の方 
 A 収入金額 B 必要経費 C 差引金額 

（A－B） D 特別控除額 所得金額(C－D) 

総合

譲渡 
短期 円 円 円 円 イ       円 勤務先所在地  
長期    ロ 勤 務 先 名 称  

一時     ハ 電 話 番 号  
右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記

入してください。右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。 
ニ合計 イ＋〔（ロ

＋ハ）×1/2〕 
 

勤務先へ報告

している住所  

      
15 所得金額調整控除に関する事項     

氏名  続柄 特別障害者に該当する場合 
級・度 

 

生年月日 明・大・昭・平・令   ・  ・ 別居の場合の住所 

個人番号  
 
税理士署名 
電話番号 

 
 

 



様式第３９号（その１）別表（別表第１関係） 

 （宛先）さいたま市長 
別表 

            年度分 市民税・県民税申告書（分離課税等用） 

  
年 月 日 

提 出   

  整理番号   
フ リ ガ ナ   生 年 月 日 
氏 名   ・ ・ 電話番号  
 年1月1日
の住所 

さいたま市 個人番号  

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。 この申告書（分離課税等用）は、市民税・県民税申
告書と一緒に提出してください。  

２ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項            (円)   （円） 

区分 所得の生じる場所 必要経費 差引金額（収入金
額－必要経費） 特別控除額 

１ 

収

入

金

額 

短
期
譲
渡 

一 般 分 ス   

       軽 減 分 セ   

          
長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡 ソ   

          優良住宅地等
に 係 る 譲 渡 タ   

          居住用財産の 
譲 渡 チ   

          
一般株式等の譲渡 ツ   

          上場株式等の譲渡 テ   

  特例適用条文   先 物 取 引 ト   

３ 株式等の譲渡等・先物取引に係る所得に関する事項        （円） 

４ 

所

得

金

額 

短
期
譲
渡 

一 般 分 ㉙   

所得の種類 種 目 必要経費 軽 減 分 ㉚ 
  

  事業 譲渡 雑  

長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡 ㉛   

  事業 譲渡 雑   優良住宅地等
に 係 る 譲 渡 ㉜   

  事業 譲渡 雑   居住用財産の 
譲 渡 ㉝ 

  

  特 例適用 条文   一般株式等の譲渡 ㉞   

５ 特定支出控除の適用がある場合の給与所得に関する事項      （円） 上場株式等の譲渡 ㉟   

A給与収入金額 B特定支出の金額

の合計額 

所得金額＝Ａ－｛給与所得控除額＋
（Ｂ－給与所得控除額の１／２）｝ 

（ただし赤字の場合は０） 

先 物 取 引 ㊱   
    

       

６ 山林所得・退職所得に関する事項                                         （円） 

山 林 
Ａ収入金額 Ｂ必要経費 Ｃ特別控除額 Ｄ青色申告特別控除額 所得金額（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ）

     

退 職 
Ａ収入金額 勤続年数 退職の区分 Ｂ退職所得控除額 Ｃ差引（Ａ－Ｂ） 所得金額（Ｃ×１／２） 

 年 
（ 年 月間） 

□ 一般 
□ 障害 

   

 



様式第３９号（その２）（別表第１関係） 

（宛先）さいたま市長    年  月  日提出 
   年度分 市民税・県民税申告書（事務所・事業所・家屋敷用） 

年 1 月 1 日現在

の物件所在地 

 
電 話 番 号 

自宅・勤務先・携帯 

 

現 住 所  個 人 番 号  

フ リ ガ ナ  業種又は職業  

氏 名  世 帯 主 の 氏 名  

生 年 月 日 明・大・昭・平・令           年   月   日生 世帯主との続柄  
「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。）を記載してください。 整 理 番 号  

  
政 令 指 定 都 市 で あ る さ い た ま 市 で は 、 区 を 一 つ の 市 と し て 取 扱 う こ と と さ れ て い る (地 方 税 法 第 ７ ３ ７ 条 )こ と か ら 、

事 務 所 ・ 事 業 所 又 は 家 屋 敷 (以 下 「 事 務 所 等 」 と い い ま す 。 )に 係 る 課 税 は 、 さ い た ま 市 の 区 内 に 実 際 に 住 ん で い な く て

も 、 そ の 年 の １ 月 １ 日 現 在 、 そ の 区 に 事 務 所 等 を 有 し 、 か つ 前 年 中 に 一 定 の 所 得 が あ っ た 方 は 、 地 方 税 法 (第 ２ ４ 条 第 １

項 第 ２ 号 ・ 第 ２ ９ ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 )の 規 定 に よ り そ の 事 務 所 等 の あ る 区 に よ り 均 等 割 (   円 )が 課 税 さ れ ま す 。  

 つ き ま し て は 、 裏 面 の 「 申 告 書 の 書 き 方 」 を ご 参 考 の 上 、 こ の 申 告 書 を 作 成 し 、 お 早 め に 提 出 し て く だ さ い ま す よ う

お 願 い し ま す 。  

 

１  さいたま市内に有している事務所・事業所又は家屋敷について （該当するものに○をして必要事項を記入してください。） 

事務所・事業所（店舗／工場等） 家 屋 敷  

所

在

地 

さいたま市  区 所

在

地 

さいたま市  区 

電話番号  電 話 番 号   

屋号（名称）  使 用 状 況 （ １ 月 １ 日 現 在 ）  

Ａ  家 族 が 住 ん で い る (持 家 や 貸 家 ) 

Ｂ  別 荘 ・ 別 宅  

Ｃ  他 の 方 に 貸 し て い る  

Ｄ  間 借 り し て い る  

Ｅ  居 住 し て い な い  

  (ⅰ )現 在 、 住 ん で い な い が 居 住 で き る 状 態  

  (ⅱ )全 く 居 住 で き な い 状 態 (廃 屋 、 取 壊 し 等 ) 

職（業）種  

使 用 状 況 （ １ 月 １ 日 現 在 ）  

Ａ  使 用 し て い る  

Ｂ  使 用 し て い な い  

Ｃ  一 時 的 に 使 用    月 か ら    月 ま で  

Ｄ  廃 業 （   年   月 ）  

Ｅ  法 人 成 り （   年   月 ）  

 

２  前 年 中 の 所 得 金 額 等 に つ い て  (源 泉 徴 収 票 の 添 付 は 必 要 あ り ま せ ん 。 ) 

給与所得 収入金額 円 給与所得金額 円 

給与所得以外 
種目 所得 所得金額 円 

種目 所得 所得金額 円 

同一生計配

偶者又は扶

養親族（１６

歳未満の扶養

親族及び控除

対象扶養親族

に限る。） 

氏名 続柄 個人番号 生年月日 
合計所得金額 

円 

   
明・大・昭 
平・令 ・ ・ 

   
明・大・昭 
平・令 ・ ・   

   
明・大・昭 
平・令 ・ ・ 本人該当項目（該当するものに○をしてください。） 

   
明・大・昭 
平・令 ・ ・ 障害者（特別・その他）   寡婦    ひとり親 

未成年者    
明・大・昭 
平・令 ・ ・ 

 

 
 

税理士 
署名 
電話番号 

  

３  勤 務 先 よ り 給 与 支 払 報 告 書 を 提 出 済 み の 方   ４  単 身 赴 任 中 の 方  
勤務先所在地   単身赴任の期間 

    年   月から    年    月まで（予定） 勤 務 先 名 称   
電 話 番 号    

５  税務署へ確定申告書を提出済みの方又は提出予定の方 

提出先 
  税務署 

提出日・提出予定日 
年 月 日 

確定申告書に記載した住所 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
様式第４１号⑴（別表第１関係）（表） 様式第４１号⑴（別表第１関係）（表） 

年度 市民税・県民税・森林環境税 
税額 

納 

決定 

 税 
通知書 

 

年度市民税、県民税及び森林環境税の普

通徴収税額及び公的年金特別徴収税額を決定し

たので、地方税法第４１条、第３１９条、第３

１９条の２、第３２１条の７の５及び第３２１

条の７の８並びにさいたま市市税条例第３２条

及び埼玉県税条例第２６条の３の規定により通

知します。 

 

 ［略］ 

［略］  

 

［略］   

   

   

   

 ［略］   

  

   
 

 

年度 市民税・県民税 
税額決定 

納  税 
通知書 

 

 

地方税法第２４条及び第２９４条並びにさい

たま市市税条例第１４条及び埼玉県税条例第２

１条の規定により、  年度市民税及び県民税

の普通徴収税額及び公的年金特別徴収税額を決

定したので、地方税法第４１条、第３１９条の

２、第３２１条の７の５及び第３２１条の７の

８並びにさいたま市市税条例第３２条及び埼玉 

県税条例第２６条の３の規定により通知します。

 ［略］ 

［略］  

 

［略］   

   

   

   

 ［略］   

  

   
 

 

  

様式第４１号⑴（別表第１関係）（裏） 様式第４１号⑴（別表第１関係）（裏） 

１ 賦課の根拠 

地方税法第２４条及び第２９４条、森林環 

境税及び森林環境譲与税に関する法律第３条、

さいたま市市税条例第１４条並びに埼玉県税 

条例第２１条の規定により、   年１月１ 

日（賦課期日）現在の住所等の状況によって 

課税されます。 

２ 審査請求及び取消しの訴え 

 ⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 処分の取消しの訴えは、処分についての 

審査請求の裁決を経た後でなければ提起す 

ることができないこととされていますが、 

次のいずれかに該当する場合においては、 

審査請求の裁決を経ないでも処分の取消し 

１ 賦課の根拠 

地方税法第２４条及び第２９４条並びにさ 

いたま市市税条例第１４条及び埼玉県税条例 

第２１条の規定により、   年１月１日（ 

賦課期日）現在の住所等の状況によって課税 

されます。 

 

２ 審査請求及び取消しの訴え 

 ⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 処分の取消しの訴えは、処分についての 

審査請求の裁決を経た後でなければ提起す 

ることができないこととされていますが、 

次のいずれかに該当する場合においては、 

審査請求の裁決を経ないでも処分の取消 



 

 

の訴えを提起することができます。 

  ア ［略］ 

イ 処分、処分の執行又は手続の続行によ 

り生じる著しい損害を避けるため緊急の 

必要があるとき。 

３～５ ［略］ 
 

しの訴えを提起することができます。 

  ア ［略］ 

イ 処分、処分の執行又は手続の続行によ 

り生ずる著しい損害を避けるため緊急の 

必要があるとき。 

３～５ ［略］ 
 

  

様式第４１号⑵（別表第１関係）（表） 

年分所得等明細 

 ［略］    

         ［  

 扶養親族等該当

区分 

 
本人該当区分 

 略

］ 

 

    

 ［

略］ 
他

障 

［

略］ 

 障害 ［

略

］ 

  

  特

障 

他

障 

   

     

           

           
 

様式第４１号⑵（別表第１関係）（表） 

年分所得等明細 

 ［略］    

         ［  

 扶養親族等該当

区分 

 
本人該当区分 

 略

］ 

 

    

 ［

略］ 
普

障 

［

略］ 

 障害 ［

略

］ 

  

  特

別 

普

障 

   

     

           

           
 

  

様式第４１号⑶（表）を次のように改める。 



様式第４１号⑶（別表第１関係）（表） 

年度市民税・県民税・森林環境税算出内容 

 税額明細 課税標準額(千円) 市民税所得割額(円) 県民税所得割額(円)   

普

通

徴

収 

期別 納期限 納付税額(円)   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                         

                         

公

的

年

金

特

別

徴

収 

支 払 者 の 名 称     

                       
支 払 者 の 法 人 番 号 

  

                       公 的 年 金 の 種 類   

                         徴収月 特別徴収税額(円) 

均 等 割                   

年 度 

仮特別徴収

税 額 

          

合 計 額                             

 
 

 
森  林  環  境  税 (円) 

    

          

  
特 別 徴 収

税 額 

          

(単位：円) (単位：円) 
          

 合 計 年 税 額          所得割より控除する
ことができなかった
配当割額又は株式等
譲渡所得割額の控除
額 

                  

内 給 与 特 別 徴 収 税 額 
        

年 度 
仮特別徴収

税 額 

          

内公的年金特別徴収税額         配当割額又は株式等

譲渡所得割額の合計

年税額への充当、委託

納付又は委託納入額 

                  

差 引 普 通 徴 収 税 額 
                  

 

  

公的年金の支払者が、上表のとおり特別徴収の方法によって徴収します。 

 

 



 

 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
様式第４２号⑴（別表第１関係）（表） 様式第４２号⑴（別表第１関係）（表） 

年度 市民税・県民税・森林環境税 
税額 

納税 

変更（決定）通知書  

年度市民税、県民税及び森林環境税の普

通徴収税額及び公的年金特別徴収税額を変更（

決定）したので、地方税法第４１条、第３１９

条、第３１９条の２、第３２１条の７の５及び

第３２１条の７の８並びにさいたま市市税条例

第３２条及び埼玉県税条例第２６条の３の規定

により通知します。 

 

 

 ［略］ 

  ［略］ 

［略］  

  

 

［略］   

   

   

   

 ［略］   

  

   
 

 

年度 市民税・県民税 
税額 

納税 
変更（決定 

）通知書 

地方税法第２４条及び第２９４条並びにさい

たま市市税条例第１４条及び埼玉県税条例第２

１条の規定により、  年度市民税及び県民税

の普通徴収税額及び公的年金特別徴収税額を変

更（決定）したので、地方税法第４１条、第３

１９条の２、第３２１条の７の５及び第３２１

条の７の８並びにさいたま市市税条例第３２条

及び埼玉県税条例第２６条の３の規定により通

知します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］  

 

［略］   

   

   

   

 ［略］   

  

   
 

 

  

様式第４２号⑴（別表第１関係）（裏） 様式第４２号⑴（別表第１関係）（裏） 

１ 賦課の根拠 

地方税法第２４条及び第２９４条、森林環 

境税及び森林環境譲与税に関する法律第３条、

さいたま市市税条例第１４条並びに埼玉県税 

条例第２１条の規定により、当該年度の初日 

の属する年の１月１日（賦課期日）現在の住 

所等の状況によって課税されます。 

２ 審査請求及び取消しの訴え 

 ⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 処分の取消しの訴えは、処分についての 

審査請求の裁決を経た後でなければ提起す 

ることができないこととされていますが、 

１ 賦課の根拠 

地方税法第２４条及び第２９４条並びにさ 

いたま市市税条例第１４条及び埼玉県税条例 

第２１条の規定により、当該年度の初日の属 

する年の１月１日（賦課期日）現在の住所等 

の状況によって課税されます。 

 

２ 審査請求及び取消しの訴え 

 ⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 処分の取消しの訴えは、処分についての 

審査請求の裁決を経た後でなければ提起す 

ることができないこととされていますが、 



 

 

次のいずれかに該当する場合においては、 

審査請求の裁決を経ないでも処分の取消し 

の訴えを提起することができます。 

  ア ［略］ 

イ 処分、処分の執行又は手続の続行によ 

り生じる著しい損害を避けるため緊急の 

必要があるとき。 

ウ ［略］ 

３～５ ［略］ 
 

次のいずれかに該当する場合においては、 

審査請求の裁決を経ないでも処分の取消し 

の訴えを提起することができます。 

ア ［略］ 

イ 処分、処分の執行又は手続の続行によ 

り生ずる著しい損害を避けるための緊急 

の必要があるとき。 

  ウ ［略］ 

３～５ ［略］ 
 

  

様式第４２号⑶（別表第１関係）（表） 様式第４２号⑶（別表第１関係）（表） 

 控除内訳 ［略］ 

扶 養 親 族 等 該 当 区 分  ［略

］ 

 

  
 ［略］ 

他

障 

［

略］ 

  

 ［略］ 

 本 人 該 当 区 分 

 障害 ［

略］ 特障 他障 

 ［略］   

［略］ ［略］ 

［略］ ［略

］ 

     
 

 控除内訳 ［略］ 

扶 養 親 族 等 該 当 区 分  ［略

］ 

 

  
 ［略］ 

普 

障 

［

略］ 

  

 ［略］ 

 本 人 該 当 区 分 

 障害 ［

略］ 特別 普障 

 ［略］   

［略］ ［略］

［略］ ［略

］ 

     

     
 

様式第４２号⑷（表）及び様式第４２号⑸（表）を次のように改める。 



様式第42号(4)(別表第1関係)(表) 

 市民税・県民税・森林環境税年税額 (単位：円)  合計年税額(市民税＋県民税＋森林環境税)等 (単位：円)  

 税額 変更前(A) 変更後(B) 差引額(B－A)  税額 変更前(A) 変更後(B) 差引額(B－A)  

市 民 税 均 等 割 額                         合 計 年 税 額                         

市 民 税 計                         内 給 与 特 別 徴 収 税 額                         

県 民 税 均 等 割 額                         内公的年金特別徴収税額                         

県 民 税 計                         差 引 普 通 徴 収 税 額                         

森 林 環 境 税                          

 配当割額・株式等譲渡所得割額   (単位：円)  

 税額 変更前(A) 変更後(B) 差引額(B－A) 税額 変更前(C) 変更後(D) 差引額(D－C)  

所得割より控除すること
ができなかった配当割額
又は株式等譲渡所得割額
の控除額 

                        配当割額又は株式等譲渡所
得割額の合計年税額への充
当、委託納付又は委託納入額 

                        

 期割・月割額 (単位：円) 

 
 

 徴収方法 徴収月 変更前(A) 変更後(B) 差引額(B－A) 

給 与 か ら の

特 別 徴 収 

6月                         

7月                         

8月                         

9月                         

10月                         

11月                         

12月                         

1月                         

2月                         

3月                         

4月                         

5月                         

給与特別徴収税額計                         

  

 



様式第４２号⑸（別表第１関係）（表） 

 期割・月割額(前ページからの続き) (単位：円)             

 支払者の名称   支払者の法人番号   公 的 年 金 の 種 類    

徴収方法 徴収月 変更前(A) 変更後(B) 差引額(B－A) 

公的年金からの

特 別 徴 収 

仮 特 別 徴 収 税 額 

                          

                          

                          

特 別 徴 収 税 額 

                          

                          

                          

公 的 年 金 特 別 徴 収 税 額 計                         

 公的年金の支払者が、上表のとおり特別徴収の方法によって徴収します。 (単位：円)  

 徴収方法 徴収月 変更前 変更後 

公的年金からの

特 別 徴 収 
仮 特 別 徴 収 税 額 

                  

                  

                  

※充当等は充当、委託納付又は委託納入を指します。(単位：円)  

徴収方法 期別 納期限 変更前(A) 変更後(B) 充当等の額／納付済額(C) 差引納付額(B－C) 

普 通 徴 収 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

普 通 徴 収 税 額 計                                 

  

 



 

 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
様式第４５号の２（別表第１関係）（表） 様式第４５号の２（表）（別表第１関係） 

 年度  市民税・県民税・森林環境税の公的

年金からの特別徴収停止通知書 

 あなたの本年度の市民税・県民税・森林環境

税につきましては、昨年度通知しました公的年

金等に係る所得に係る仮特別徴収税額を公的年

金からの特別徴収（引き落とし）により納付い

ただいていますが、本年度の税額決定により、

公的年金等に係る所得により算出される税額が

ないため、公的年金からの特別徴収（引き落と

し）を停止することになりましたので、地方税

法第３２１条の７の７第２項及及び第３２１条

の７の８第３項の規定により通知します。 

  ［略］ 

   ［略］  

 ［略］ 
 

○ あなたの  年度市民

税・県民税・森林環境税の

公的年金等に係る所得に係

る仮特別徴収税額は以下の

とおり変更になりました。 

  ［略］  

  
 

 年度  市民税・県民税の公的年金からの特

別徴収停止通知書 

 あなたの本年度の市民税・県民税につきまし

ては、昨年度通知しました公的年金等に係る所

得に係る仮特別徴収税額を公的年金からの特別

徴収（引き落とし）により納付いただいていま

すが、本年度の税額決定により、公的年金等に

係る所得により算出される税額がないため、公

的年金からの特別徴収（引き落とし）を停止す

ることになりましたので、地方税法第３２１条

の７の７第２項及び第３２１条の７の８第３項

の規定により通知します。 

［略］ 

   ［略］  

 ［略］ 
 

○ あなたの  年度市民

税・県民税の公的年金等に

係る所得に係る仮特別徴収

税額は以下のとおり変更に

なりました。 

 ［略］  

  
 

様式第４５号の２（別表第１関係）（裏） 様式第４５号の２（別表第１関係）（裏） 

１ 市民税・県民税・森林環境税の公的年金か

らの特別徴収（引き落とし）の停止 

２・３ ［略］ 
 

１ 市民税・県民税の公的年金からの特別徴収

（引き落とし）の停止 

２・３ ［略］ 
 

  

様式第４７号（別表第１関係） 様式第４７号（別表第１関係） 

［略］  ［略］ 

市民税・県民税減免申請書兼森林環境税免除申請書 市民税・県民税減免申請書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 さいたま市市税条例第４７条第２項及び森林環境

税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第３条の

規定により、次のとおり申請します。 

 さいたま市市税条例第４７条第２項の規定により、

次のとおり申請します。 

 ［略］  ［略］ 



 

 

［略］ 

納期限又は

支給日未到

来の税額 

円 

減免・免除

を受けよう

とする事由 

 

 ［略］ 
 

［略］ 
納期限未到

来の税額 
円 

減免を受け

ようとする

事  由 

 

 ［略］ 
 

備考 

 １ この申請書は、普通徴収税額の減免・免除に

ついては納期限まで、特別徴収税額の減免・免

除については給与又は公的年金の支給日までに

提出してください。 

 ２ 減免・免除を受けようとする事由を証明する

書類を必ず添付してください。 

 

備考 

１ この申請書は、納期限までに提出してくださ

い。 

 

 

２ 減免を受けようとする事由を証明する書類を

必ず添付してください。 

様式第４７号の２及び様式第４７号の３を次のように改める。 



様式第４７号の２（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

さいたま市長   印  

 

 

市民税・県民税・森林環境税減免・免除可否決定通知書 

     年  月  日付けで申請のありました市民税・県民税・森林環境税の減免・免除については、

地方税法第４５条及び第３２３条、さいたま市市税条例第４７条並びに森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律第１１条の規定により次のとおり決定しましたので通知します。 

 
 

課 税 年 度      

減免・免除決定内容  

減免・免除理由    

賦課期日住所     

納税者氏名      

税    額       

減免・免除額     

 

(教示) 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさいた

ま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日から起

算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６箇月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、

６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起することができな

くなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

  ⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

  ⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

  ⑶ 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



様式第４７号の３（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

  

 

さいたま市長   印  

 

 

市民税・県民税・森林環境税減免・免除取消決定通知書 

     年  月  日付けで決定しました市民税・県民税・森林環境税の減免・免除については、

次のとおり取消しをすることに決定しましたので通知します。 

    

課 税 年 度      

減免・免除取消理由  

賦課期日住所     

納税者氏名      

減免・免除取消額   

 

(教示) 
１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさい
たま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日か
ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起すること
ができなくなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませ
んが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。 

  ⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
  ⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ⑶ 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



 

 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

様式第１０８号（別表第１関係） 様式第１０８号（別表第１関係） 

事業所税減免申請書 事業所税減免申請書 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

［略］     年  月  日申告分 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 ［略］ 
 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

［略］     年  月  日申告分、

修正申告分、更正・決定分 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 ［略］ 
 

  ［略］ 

 

  ［略］ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 様式第４号（その２）、様式第１０号、様式第１１号及び様式第１４号の改正

並びに様式第３９号（その１）（表）から様式第３９号（その２）までの規定 

令和６年１月１日 

⑵ 別表第１から別表第６まで、様式第９号の３（表）、様式第３６号から様式第

３８号まで、様式第４１号⑴（表）から様式第４１号⑵（表）まで、様式第４２

号⑴（表）、様式第４２号⑴（裏）、様式第４２号⑶（表）、様式第４７号及び

様式第１０８号の改正並びに様式第４１号⑶（表）、様式第４２号⑷（表）、様

式第４２号⑸（表）、様式第４７号の２及び様式第４７号の３の規定 令和６年

４月１日 

⑶ 様式第４５号の２（表）及び様式第４５号の２（裏）の改正 令和７年４月１   

 日 

（経過措置） 



 

 

２ この規則による改正後のさいたま市市税条例施行規則（以下「新規則」という。

）別表第１から別表第６までの規定は、附則第１項第２号に規定する規定の施行の

日以後に提出された申請書に係る減免について適用し、同日前に提出された申請書

に係る減免については、なお従前の例による。 

３ 新規則第３９号（その１）（表）から様式第３９号（その２）までの規定は、令 

和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の 

市民税については、なお従前の例による。 

４ 附則第１項第１号に規定する規定の施行の際、現に作成されているこの規則によ 

る改正前のさいたま市市税条例施行規則（以下「旧規則」という。）様式第１０号、 

様式第１１号、様式第１４号及び様式第３９号（その２）並びに附則第１項第２号 

に規定する規定の施行の際、現に作成されている旧規則様式第９号の３（表）及び

様式第３６号から様式第３８号までの規定により作成されている様式については、

当分の間、使用することができる。 

 



 

 

さいたま市規則第１０８号 

   さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第５条 財政局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

第５条 財政局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

財政局 財政局 

［略］ ［略］ 

税務部 税務部 

［略］  ［略］ 

市民税課 市民税課 

⑴ 個人の市民税及び県民税、森林環境税並びに 

軽自動車税の種別割の賦課に係る事務の指導及 

び調整に関すること。 

⑴ 個人の市民税及び県民税並びに軽自動車税の 

種別割の賦課に係る事務の指導及び調整に関す 

ること。 

⑵～⑷ ［略］ ⑵～⑷ ［略］ 

［略］ ［略］ 

収納対策課 収納対策課 

⑴ 市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健 

康保険税（以下この条において「市税等」とい 

う。）の徴収金の徴収に係る事務の企画、指導 

及び調整に関すること。 

⑴ 市税、個人の県民税及び国民健康保険税（以 

下この条において「市税等」という。）の徴収 

金の徴収に係る事務の企画、指導及び調整に関 

すること。 

⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

⑷ 市税等の徴収金の収入整理並びに還付、充当、

納付及び納入に関すること。 

 ⑷ 市税等の徴収金の収入整理並びに還付及び充

当に関すること。 

⑸・⑹ ［略］  ⑸・⑹ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１０９号 

   さいたま市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事業所事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 ［略］  ［略］ 

 財政局  財政局 

  北部市税事務所   北部市税事務所 

   個人課税課    個人課税課 

 ⑴ 個人の市民税及び県民税並びに森林環境税の

調査及び賦課（他の所管に属するものを除く。

）に関すること。 

 ⑴ 個人の市民税及び県民税の調査及び賦課（他

の所管に属するものを除く。）に関すること。 

⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

 ⑷ 市税の窓口（税関係証明の交付及び標識の交 

  付等（試乗用標識に係るものを除く。）並びに

市税、個人の県民税、森林環境税及び国民健康 

保険税（以下この条において「市税等」という。

）の徴収金の徴収に関する業務を扱う窓口をい 

う。以下この条において同じ。）に関すること。

 ⑷ 市税の窓口（税関係証明の交付及び標識の交

付等（試乗用標識に係るものを除く。）並びに

市税、個人の県民税及び国民健康保険税（以下

この条において「市税等」という。）の徴収金

の徴収に関する業務を扱う窓口をいう。以下こ

の条において同じ。）に関すること。 

 ⑸～⑺ ［略］  ⑸～⑺ ［略］ 

法人課税課    法人課税課 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 森林環境税（給与所得に係る特別徴収及び公

的年金等に係る特別徴収に係る特別徴収義務者

に係るものに限る。）の調査及び賦課に関する

こと。 

 

 ⑶ ［略］  ⑵ ［略］ 

［略］  ［略］ 

   納税課    納税課 

⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］ 

⑹ 市税、個人の県民税及び森林環境税の徴収金 

の不納欠損処分に関すること。 

 ⑹ 市税及び個人の県民税の徴収金の不納欠損処

分に関すること。 



 

 

 ⑺ ［略］  ⑺ ［略］ 

  南部市税事務所   南部市税事務所 

   個人課税課    個人課税課 

⑴ 個人の市民税及び県民税並びに森林環境税の 

調査及び賦課（他の所管に属するものを除く。 

）に関すること。 

 ⑴ 個人の市民税及び県民税の調査及び賦課（他

の所管に属するものを除く。）に関すること。 

 ⑵～⑺ ［略］  ⑵～⑺ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   納税課    納税課 

⑴ 市税等（給与所得に係る特別徴収に係る個人 

  の市民税及び県民税並びに森林環境税、法人の

市民税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税

並びに事業所税に係るものを除く。）の徴収金

の徴収及び納税の猶予に関すること。 

⑴ 市税等（給与所得に係る特別徴収に係る個人 

の市民税及び県民税、法人の市民税、市たばこ 

税、特別土地保有税、入湯税並びに事業所税に 

係るものを除く。）の徴収金の徴収及び納税の 

猶予に関すること。 

 ⑵～⑸ ［略］ ⑵～⑸ ［略］ 

 ⑹ 市税、個人の県民税及び森林環境税の徴収金

の不納欠損処分に関すること。 

 ⑹ 市税及び個人の県民税の徴収金の不納欠損処

分に関すること。 

 ⑺ ［略］  ⑺ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

さいたま市規則第１１０号 

   さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第１

１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１ 

５条第１項又は第２項（森林環境税及び森林環 

境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号。

以下「森林環境税法」という。）第７条第１項 

の規定によりその例によることとされる場合を 

含む。）の規定による徴収猶予に関する事務   

次に掲げる情報 

  ア～ソ ［略］ 

 ⑵ 地方税法第１５条の５第１項（森林環境税法

第７条第１項の規定によりその例によることと

される場合を含む。）の規定による職権による

換価の猶予又は地方税法第１５条の６第１項（

森林環境税法第７条第１項の規定によりその例

によることとされる場合を含む。）の規定によ

る申請による換価の猶予に関する事務 前号に

掲げる情報 

 ⑶ 地方税法第１５条の７（森林環境税法第７条

第１項の規定によりその例によることとされる

場合を含む。）の規定による滞納処分の執行の

停止に関する事務 第１号に掲げる情報 

⑷ 地方税法第１７条、第１７条の２第１項若し

くは第１７条の２の２第３項又は森林環境税法

第１３条第１項の規定による過誤納金の還付、

充当、納付又は納入に関する事務 納税義務者

又は特別徴収義務者に係る国民健康保険税賦課

徴収情報 

⑸・⑹ ［略］ 

（条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１ 

５条第１項又は第２項の規定による徴収猶予に 

関する事務 次に掲げる情報 

 

 

   

 

  ア～ソ ［略］ 

 ⑵ 地方税法第１５条の５第１項の規定による職

権による換価の猶予又は同法第１５条の６第１

項の規定による申請による換価の猶予に関する

事務 前号に掲げる情報 

 

 

 

 

 ⑶ 地方税法第１５条の７の規定による滞納処分

の執行の停止に関する事務 第１号に掲げる情

報 

 

⑷ 地方税法第１７条又は第１７条の２第１項の 

規定による過誤納金の還付又は充当に関する事 

務 納税義務者又は特別徴収義務者に係る国民 

健康保険税賦課徴収情報 

 

 

⑸・⑹ ［略］ 



 

⑺ 森林環境税法第４条第１項に規定する森林環 

境税の非課税に関する事務 前号（イを除く。 

）に掲げる情報 

⑻ ［略］ 

⑼ 地方税法第３２１条の７の２第１項の規定に 

よる公的年金等に係る所得に係る個人の市民税 

（同法第４１条第１項の規定により併せて徴収 

する個人の県民税及び同法第３１９条第２項の 

規定により併せて徴収する森林環境税を含む。 

）の特別徴収に関する事務 前号アからウまで 

に掲げる情報 

⑽ 地方税法第３２３条及びさいたま市市税条例 

（平成１３年さいたま市条例第６７号。以下「 

市税条例」という。）第４７条の規定による個 

人の市民税（地方税法第４５条の規定により個 

人の市民税に対する減免額の割合と同じ割合に 

よって減免される個人の県民税を含む。）の減 

免に関する事務 納税義務者に係る生活保護準 

用事務関係情報 

  

 

 

 

 ⑾ 地方税法第３６７条及び市税条例第８０条の

規定による固定資産税の減免に関する事務 次

に掲げる情報  

ア 前号に掲げる情報  

イ 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付 

等実施関係情報 

 ⑿ 地方税法第４６３条の２３及び市税条例第９

６条又は第９７条の規定による種別割の減免に

関する事務並びに地方税法等の一部を改正する

等の法律（平成２８年法律第１３号）附則第２

０条第３項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた同法第２条の規定による改正前の地

方税法第４５４条及びさいたま市市税条例等の

一部を改正する条例（平成２８年条例第２９号

）附則第４条第２項の規定によりなお従前の例

によることとされた改正前の市税条例第９６条

又は第９７条の規定による軽自動車税の減免に

関する事務 次に掲げる情報 

ア 前号に掲げる情報 

イ～エ ［略］ 

 ⒀ 地方税法第４５条、第３２６条第３項、第３

６９条第２項、第４６３条の２４第２項、第４

８２条第３項、第６０８条第２項、第７０１条

の１０第３項、第７０１条の６０第２項若しく

は第７０２条の８第７項又は森林環境税法第１

２条の規定による延滞金額の減免に関する事務 

第１号に掲げる情報  

 

 

 

⑺ ［略］ 

⑻ 地方税法第３２１条の７の２第１項の規定に 

よる公的年金等に係る所得に係る個人の市民税 

（同法第４１条第１項の規定により併せて徴収 

する個人の県民税を含む。）の特別徴収に関す 

る事務 前号アからウまでに掲げる情報 

 

 

⑼ 地方税法第３２３条及びさいたま市市税条例 

（平成１３年さいたま市条例第６７号。以下「 

市税条例」という。）第４７条の規定による個 

人の市民税（地方税法第４５条の規定により個 

人の市民税に対する減免額の割合と同じ割合に 

よって減免される個人の県民税を含む。）の減 

免に関する事務 次に掲げる情報 

 

ア 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付 

等実施関係情報  

イ 納税義務者に係る生活保護準用事務関係情 

 報 

⑽ 地方税法第３６７条及び市税条例第８０条の 

規定による固定資産税の減免に関する事務 前 

号に掲げる情報  

 

 

 

 ⑾ 地方税法第４６３条の２３及び市税条例第９

６条又は第９７条の規定による種別割の減免に

関する事務並びに地方税法等の一部を改正する

等の法律（平成２８年法律第１３号）附則第２

０条第３項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた同法第２条の規定による改正前の地

方税法第４５４条及びさいたま市市税条例等の

一部を改正する条例（平成２８年条例第２９号

）附則第４条第２項の規定によりなお従前の例

によることとされた改正前の市税条例第９６条

又は第９７条の規定による軽自動車税の減免に

関する事務 次に掲げる情報 

ア 第９号に掲げる情報 

イ～エ ［略］ 

⑿ 地方税法第４５条、第３２６条第３項、第３ 

６９条第２項、第４６３条の２４第２項、第４ 

８２条第３項、第６０８条第２項、第７０１条 

の１０第３項、第７０１条の６０第２項又は第 

７０２条の８第７項の規定による延滞金額の減 

免に関する事務 第１号に掲げる情報  

 



 

⒁ 地方税法第３３１条、第３３５条、第３７３ 

条、第４６３条の２７、第４８５条の３、第６ 

１３条、第７０１条の１８、第７０１条の６５ 

又は第７０２条の８（森林環境税法第７条第１ 

項の規定によりその例によることとされる場合 

を含む。）の規定による滞納処分に関する事務 

次に掲げる情報 

  ア～ケ ［略］ 

 

第４条 条例別表第２第２項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。  

 ⑴ 生活保護法第１９条第１項の規定による保護

の実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア～チ ［略］ 

ツ 要保護者等に係る森林環境税法による森林 

環境税の賦課徴収に関する情報（以下「森林 

環境税賦課徴収情報」という。） 

テ ［略］ 

ト ［略］ 

ナ ［略］ 

ニ ［略］ 

ヌ ［略］ 

ネ ［略］ 

ノ ［略］ 

ハ ［略］ 

ヒ ［略］ 

⑵～⑷ ［略］ 

 ⑸ 生活保護法第６３条の費用返還に関する事務 

次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

ケ 要保護者等に係る森林環境税賦課徴収情報 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

チ ［略］ 

⑹～⑽ ［略］ 

 

第５条 条例別表第２第３項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ⑴ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

１０条の４又は第１１条の措置の実施に関する

事務 次に掲げる情報 

⒀ 地方税法第３３１条、第３３５条、第３７３ 

条、第４６３条の２７、第４８５条の３、第６ 

１３条、第７０１条の１８、第７０１条の６５ 

又は第７０２条の８の規定による滞納処分に関 

する事務 次に掲げる情報 

 

 

  ア～ケ ［略］ 

 

第４条 条例別表第２第２項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ⑴ 生活保護法第１９条第１項の規定による保護

の実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア～チ ［略］ 

 

 

 

ツ ［略］ 

テ ［略］ 

ト ［略］ 

ナ ［略］ 

ニ ［略］ 

ヌ ［略］ 

ネ ［略］ 

ノ ［略］ 

ハ ［略］ 

⑵～⑷ ［略］ 

 ⑸ 生活保護法第６３条の費用返還に関する事務 

次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

⑹～⑽ ［略］ 

 

第５条 条例別表第２第３項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ⑴ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

１０条の４又は第１１条の措置の実施に関する

事務 次に掲げる情報 



 

ア～エ ［略］ 

オ 当該措置を受け、若しくは受けようとする 

者又はその扶養義務者に係る個人県民税賦課 

徴収情報 

カ 当該措置を受け、若しくは受けようとする 

者又はその扶養義務者に係る森林環境税賦課 

徴収情報 

キ ［略］ 

ク ［略］ 

⑵ ［略］ 

  

第６条 条例別表第２第４項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 介護保険法第５１条の２第１項に規定する高

額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる

情報 

ア～オ ［略］ 

カ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

キ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

⑸～⑻ ［略］ 

 ⑼ 介護保険法第６１条の２第１項の高額医療合

算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア～オ ［略］ 

カ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

キ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

⑽～（２２） ［略］  

 （２３） 介護保険法第１２９条第１項の規定による保

険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

ケ 保険料の納付の義務を負う者に係る森林環 

境税賦課徴収情報 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

チ ［略］ 

（２４） ［略］ 

 （２５） 介護保険法第１４２条の規定による保険料の

ア～エ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

オ ［略］ 

カ ［略］ 

⑵ ［略］ 

 

第６条 条例別表第２第４項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 介護保険法第５１条の２第１項に規定する高

額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる

情報 

ア～オ ［略］ 

 

 

 

 

⑸～⑻ ［略］ 

 ⑼ 介護保険法第６１条の２第１項の高額医療合

算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア～オ ［略］ 

 

 

 

 

⑽～（２２） ［略］ 

 （２３） 介護保険法第１２９条第１項の規定による保

険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

 

 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

（２４） ［略］ 

 （２５） 介護保険法第１４２条の規定による保険料の



 

減免又は徴収の猶予の申請に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア～キ ［略］ 

ク 当該保険料の減免又は徴収の猶予を申請す 

る者に係る個人市民税賦課徴収情報 

ケ ［略］ 

コ 当該保険料の減免又は徴収の猶予を申請す 

る者に係る森林環境税賦課徴収情報 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

チ ［略］ 

ツ ［略］ 

 （２６）～（３２） ［略］ 

 （３３） 介護保険法施行規則附則第３３条の規定によ 

  る申請に係る事実についての審査に関する事務 

 次に掲げる情報 

 

 

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る個人市民税賦 

課徴収情報 

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る個人県民税賦 

課徴収情報 

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る森林環境税賦 

課徴収情報 

（３４） 介護保険法施行規則附則第３８条の規定によ 

る申請に係る事実についての審査に関する事務 

 次に掲げる情報 

 

 

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る個人市民税賦 

課徴収情報 

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る個人県民税賦 

課徴収情報 

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯 

に属する６５歳以上の者に係る森林環境税賦 

課徴収情報 

（３５）～（３８） ［略］ 

 

第７条 条例別表第２第５項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

減免又は徴収の猶予の申請に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア～キ ［略］ 

 

 

ク ［略］ 

 

 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

 （２６）～（３２） ［略］ 

 （３３） 介護保険法施行規則附則第３３条の規定によ 

る申請に係る事実についての審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に 

属する６５歳以上の者に係る個人市民税賦課徴 

収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３４） 介護保険法施行規則附則第３８条の規定によ 

る申請に係る事実についての審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に 

属する６５歳以上の者に係る個人市民税賦課徴 

収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３５）～（３８） ［略］ 

 

第７条 条例別表第２第５項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各



 

号に定める情報とする。 

⑴～⑶ ［略］  

 ⑷ 児童福祉法第２１条の５の２９第１項の肢体

不自由児通所医療費の支給に関する事務 次に

掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

ケ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保 

護者と同一の世帯に属する者に係る個人県民 

税賦課徴収情報 

コ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保 

護者と同一の世帯に属する者に係る森林環境 

税賦課徴収情報 

⑸～⑺ ［略］  

 ⑻ 児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関

する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

ケ 当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は 

当該保護者と同一の世帯に属する者に係る個 

人県民税賦課徴収情報 

コ 当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は 

当該保護者と同一の世帯に属する者に係る森 

林環境税賦課徴収情報 

サ ［略］ 

 

第１０条 条例別表第２第８項の規則で定める事務

は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定め

る情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該

各号に定める情報とする。 

⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３

５条に規定する届出に係る事実についての審査

に関する事務（特別児童扶養手当に係るものに

限る。） 次に掲げる情報 

ア～オ ［略］ 

  カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この号にお

いて同じ。）、扶養義務者、特別児童扶養手

当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年

政令第２０７号）第５条第２項第３号に規定

する所得割の納税義務者に該当する当該者若

しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子

若しくは扶養義務者でない所得税法に規定す 

る控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。

   以下この号において同じ。）に係る個人市民

税賦課徴収情報 

  キ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶

養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律施行令第５条第２項第３号に規定する

所得割の納税義務者に該当する当該者若しく

号に定める情報とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 児童福祉法第２１条の５の２９第１項の肢体

不自由児通所医療費の支給に関する事務 次に

掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

 

 

 

 

 

 

⑸～⑺ ［略］ 

 ⑻ 児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関

する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

 

 

 

 

 

 

ケ ［略］ 

 

第１０条 条例別表第２第８項の規則で定める事務

は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定め

る情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該

各号に定める情報とする。 

⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３

５条に規定する届出に係る事実についての審査

に関する事務（特別児童扶養手当に係るものに

限る。） 次に掲げる情報 

ア～オ ［略］ 

  カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と 

同様の事情にある者を含む。）、扶養義務者、

   特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令（昭和５０年政令第２０７号）第５条第２

項第３号に規定する所得割の納税義務者に該

当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計

を同じくする子若しくは扶養義務者でない所

得税法に規定する控除対象扶養親族（１９歳

未満の者に限る。）に係る個人市民税賦課徴

収情報 

 

 

 

 

 



 

は当該扶養義務者と生計を同じくする子若し

くは扶養義務者でない所得税法に規定する控

除対象扶養親族に係る個人県民税賦課徴収情

報 

  ク 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶 

養義務者、特別児童扶養手当等の支給に関す 

る法律施行令第５条第２項第３号に規定する 

所得割の納税義務者に該当する当該者若しく 

は当該扶養義務者と生計を同じくする子若し 

くは扶養義務者でない所得税法に規定する控 

除対象扶養親族に係る森林環境税賦課徴収情 

報 

  ケ ［略］ 

⑷ ［略］ 

 

第１２条 条例別表第２第１０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 障害者総合支援法第６条の自立支援給付の支

給に関する事務 次に掲げる情報 

ア～サ ［略］ 

  シ 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等

と同一の世帯に属する者に係る個人県民税賦

課徴収情報 

  ス 当該申請に係る障害者等又は当該障害者等

と同一の世帯に属する者に係る森林環境税賦

課徴収情報 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

⑵～⑸ ［略］ 

 ⑹ 障害者総合支援法第７７条第１項又は第７８

条第１項の地域生活支援事業の実施に関する事

務 次に掲げる情報 

ア～ス ［略］ 

  セ 当該事業の申請を行う者又は当該者の配偶

者、扶養義務者若しくは当該事業の申請を行

う者と同一の世帯に属する者に係る個人県民

税賦課徴収情報 

  ソ 当該事業の申請を行う者又は当該者の配偶

者、扶養義務者若しくは当該事業の申請を行 

う者と同一の世帯に属する者に係る森林環境 

税賦課徴収情報 

タ ［略］ 

チ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 

第１３条 条例別表第２第１１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ ［略］ 

⑷ ［略］ 

 

第１２条 条例別表第２第１０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 障害者総合支援法第６条の自立支援給付の支

給に関する事務 次に掲げる情報 

ア～サ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

⑵～⑸ ［略］ 

 ⑹ 障害者総合支援法第７７条第１項又は第７８

条第１項の地域生活支援事業の実施に関する事

務 次に掲げる情報 

ア～ス ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 

第１３条 条例別表第２第１１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定



 

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

⑷ 地方税法第１７条、第１７条の２第１項又は 

第１７条の２の２第５項の規定による過誤納金 

の還付又は充当に関する事務 次に掲げる情報 

ア・イ ［略］ 

  ウ 納税義務者に係る森林環境税賦課徴収情報 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

⑸ ［略］ 

 ⑹ 地方税法第７２８条の規定による滞納処分に

関する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

  ケ 納税義務者に係る森林環境税賦課徴収情報 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

  チ ［略］ 

 ⑺～⑼ ［略］ 

  

第１４条 条例別表第２第１２項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 国民健康保険法第６条各号の適用に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア～オ ［略］ 

  カ 当該審査に係る者又は当該者と同一の世帯

に属する者に係る森林環境賦課徴収情報 

 ⑵ 国民健康保険法第９条第３項の規定による被

保険者証の返還の求めに関する事務 次に掲げ

る情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該求めに係る世帯主又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る森林環境賦課徴収情報 

  オ ［略］ 

 ⑶ 国民健康保険法第９条第１０項の規定による

被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間

の定めに関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該定めに係る世帯主又は当該者と同一の

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 地方税法第１７条又は第１７条の２第１項の

規定による過誤納金の還付又は充当に関する事

務 次に掲げる情報 

ア・イ ［略］ 

   

ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

⑸ ［略］ 

 ⑹ 地方税法第７２８条の規定による滞納処分に

関する事務 次に掲げる情報 

ア～ク ［略］ 

 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

 ⑺～⑼ ［略］ 

 

第１４条 条例別表第２第１２項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 国民健康保険法第６条各号の適用に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～オ ［略］ 

 

 

 ⑵ 国民健康保険法第９条第３項の規定による被

保険者証の返還の求めに関する事務 次に掲げ

る情報 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

  エ ［略］ 

 ⑶ 国民健康保険法第９条第１０項の規定による

被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間

の定めに関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

 



 

世帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収情

報 

 ⑷ 国民健康保険法第５２条第１項の入院時食事

療養費の支給に関する事務 次に掲げる情報 

 

 

 

 

 

 

  ア 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等（国民健康保険法施行令（

昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。以下この条において同じ。）に係る個人

市民税賦課徴収情報 

  イ 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等に係る個人県民税賦課徴収

情報 

  ウ 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等に係る森林環境税賦課徴収

情報 

 ⑸ 国民健康保険法第５２条の２第１項の入院時

生活療養費の支給に関する事務 次に掲げる情

報 

 

 

  ア 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等に係る個人市民税賦課徴収

情報 

  イ 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等に係る個人県民税賦課徴収

情報 

  ウ 当該支給に係る世帯主又は当該世帯に属す

る被保険者、特定同一世帯所属者若しくは特

例対象被保険者等に係る森林環境税賦課徴収

情報 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ 国民健康保険法第５７条の２第１項の高額療

養費の支給に関する事務 次に掲げる情報 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 当該高額療養費の支給に係る世帯主又は当

該世帯に属する被保険者、特定同一世帯所属

者若しくは特例対象被保険者等に係る個人県

民税賦課徴収情報 

 

 

 ⑷ 国民健康保険法第５２条第１項の入院時食事

療養費の支給に関する事務 当該支給に係る世

帯主又は当該世帯に属する被保険者、特定同一

世帯所属者若しくは特例対象被保険者等（国民

健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号

）第２９条の７の２第２項に規定する特例対象

被保険者等をいう。以下この条において同じ。

）に係る個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑸ 国民健康保険法第５２条の２第１項の入院時

生活療養費の支給に関する事務 当該支給に係

る世帯主又は当該世帯に属する被保険者、特定

同一世帯所属者若しくは特例対象被保険者等に

係る個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ ［略］ 

 ⑺ 国民健康保険法第５７条の２第１項の高額療

養費の支給に関する事務 次に掲げる情報 

ア・イ ［略］ 

 

 

 

 



 

  エ 当該高額療養費の支給に係る世帯主又は当

該世帯に属する被保険者、特定同一世帯所属

者若しくは特例対象被保険者等に係る森林環

境税賦課徴収情報 

 ⑻ 国民健康保険法第５７条の３の規定による高

額介護合算療養費の支給に関する事務 次に掲

げる情報 

 

 

 

  ア 当該高額介護合算療養費の支給に係る世帯

主又は当該世帯に属する被保険者、特定同一

世帯所属者若しくは特例対象被保険者等に係

る個人市民税賦課徴収情報 

  イ 当該高額介護合算療養費の支給に係る世帯

主又は当該世帯に属する被保険者、特定同一

世帯所属者若しくは特例対象被保険者等に係

る個人県民税賦課徴収情報 

  ウ 当該高額介護合算療養費の支給に係る世帯

主又は当該世帯に属する被保険者、特定同一

世帯所属者若しくは特例対象被保険者等に係

る森林環境税賦課徴収情報 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ 国民健康保険法第６５条の不正利得の徴収等

に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

  ケ 偽りその他不正の行為によって保険給付を

受けた者に係る森林環境税賦課徴収情報 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

 ⑾～⒀ ［略］ 

⒁ 国民健康保険法施行規則第７条の２の被保険 

者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる 

情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該検認又は更新に係る世帯主又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る森林環境税賦

課徴収情報 

 ⒂ ［略］ 

 

第１６条 条例別表第２第１４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条

第１項の規定による保険料の徴収に関する事務 

 

 

  

 

 ⑻ 国民健康保険法第５７条の３の規定による高

額介護合算療養費の支給に関する事務 当該高

額介護合算療養費の支給に係る世帯主又は当該

世帯に属する被保険者、特定同一世帯所属者若

しくは特例対象被保険者等に係る個人市民税賦

課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ 国民健康保険法第６５条の不正利得の徴収等

に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

 

 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

 ⑾～⒀ ［略］ 

 ⒁ 国民健康保険法施行規則第７条の２の被保険

者証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる

情報 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

  

 ⒂ ［略］ 

 

第１６条 条例別表第２第１４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条

第１項の規定による保険料の徴収に関する事務 



 

   次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

  ケ 納付義務者に係る森林環境税賦課徴収情報 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

  チ ［略］ 

 ⑵～⑻ ［略］ 

 ⑼ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第

３３条第２項の一部負担金減免等申請に係る事

実についての審査に関する事務 次に掲げる情

報 

 

  ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯

に属する者に係る個人市民税賦課徴収情報 

  イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯

に属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

  ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯

に属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

 ⑽ ［略］ 

 ⑾ 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例（平成１９年埼玉県後期高齢者

医療広域連合条例第２４号）第１８条第１項に

規定する保険料の減免に関する事務 次に掲げ

る情報 

 

  ア 当該減免の申請を行う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る個人市民税賦課徴収

情報 

  イ 当該減免の申請を行う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る個人県民税賦課徴収

情報 

  ウ 当該減免の申請を行う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収

情報 

 ⑿ ［略］ 

 

第１７条 条例別表第２第１５項の規則で定める事

務は健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第

１７条第１項又は第１９条の２に規定する健康増

進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定

める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 当該事業に係る対象者又は当該対象者と同一

の世帯に属する者に係る個人県民税賦課徴収情

報 

次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

 

ケ ［略］ 

コ ［略］ 

サ ［略］ 

シ ［略］ 

ス ［略］ 

セ ［略］ 

ソ ［略］ 

タ ［略］ 

⑵～⑻ ［略］ 

 ⑼ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第

３３条第２項の一部負担金減免等申請に係る事

実についての審査に関する事務 当該申請を行

う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る

個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 ⑽ ［略］ 

 ⑾ 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例（平成１９年埼玉県後期高齢者

医療広域連合条例第２４号）第１８条第１項に

規定する保険料の減免に関する事務 当該減免

の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属す

る者に係る個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑿ ［略］ 

 

第１７条 条例別表第２第１５項の規則で定める事

務は健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第

１７条第１項又は第１９条の２に規定する健康増

進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定

める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 

 

 



 

 ⑸ 当該事業に係る対象者又は当該対象者と同一

の世帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収情

報 

 

第２１条 条例別表第２第１９項の規則で定める事 

務は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 

３１条の規定による費用の徴収に関する事務とし、

同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

 ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該

精神障害者と生計を一にする扶養義務者に関す

る個人県民税賦課徴収情報 

 ⑷ 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該

精神障害者と生計を一にする扶養義務者に関す

る森林環境税賦課徴収情報 

 

第２２条 条例別表第２第２０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 児童福祉法第２２条第１項の規定による助産

施設における助産の実施の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～エ ［略］  

  オ 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

  カ 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

 ⑵ ［略］ 

 

第２３条 条例別表第２第２１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）第１３条第１項、第３１条の

６第１項若しくは第３２条第１項又は附則第３

条第１項若しくは第６条第１項の規定による資

金の貸付けの申請に係る事実についての審査に

関する事務 次に掲げる情報 

 

  ア 当該申請をした者に係る個人市民税賦課徴

収情報 

  イ 当該申請をした者に係る個人県民税賦課徴

収情報 

  ウ 当該申請をした者に係る森林環境税賦課徴

収情報 

 ⑵ ［略］ 

 

第２７条 条例別表第２第２５項の規則で定める事

 

 

 

 

第２１条 条例別表第２第１９項の規則で定める事 

務は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 

３１条の規定による費用の徴収に関する事務とし、

同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

 ⑴・⑵ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

第２２条 条例別表第２第２０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 児童福祉法第２２条第１項の規定による助産

施設における助産の実施の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～エ ［略］ 

 

 

 

 

 ⑵ ［略］ 

 

第２３条 条例別表第２第２１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）第１３条第１項、第３１条の

６第１項若しくは第３２条第１項又は附則第３

条第１項若しくは第６条第１項の規定による資

金の貸付けの申請に係る事実についての審査に

関する事務 当該申請をした者に係る個人市民

税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ ［略］ 

 

第２７条 条例別表第２第２５項の規則で定める事



 

務は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付及

び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付自己

負担助成の申請に係る事実についての審査に関す

る事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げ

る情報とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同

一の世帯に属する者に係る個人県民税賦課徴収

情報 

 ⑹ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同

一の世帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収

情報 

 ⑺ ［略］ 

 

第２８条 条例別表第２第２６項の規則で定める事

務は心身障害者福祉手当支給条例による心身障害

者福祉手当の支給に関する事務とし、同項の規則

で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⒀ ［略］ 

 ⒁ 当該手当の申請を行う者に係る個人県民税賦

課徴収情報 

 ⒂ 当該手当の申請を行う者に係る森林環境税賦

課徴収情報 

 ⒃ ［略］ 

 ⒄ ［略］ 

 

第２９条 条例別表第２第２７項の規則で定める事

務は補装具自己負担額助成の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務とし、同項の規則で定め

る情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

 ⑷ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

 

第３０条 条例別表第２第２８項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

５条第１項の規定による資格の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この条にお

いて同じ。）若しくは扶養義務者に係る個人

市民税賦課徴収情報 

  オ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若し

務は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付及

び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付自己

負担助成の申請に係る事実についての審査に関す

る事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げ

る情報とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ ［略］ 

 

第２８条 条例別表第２第２６項の規則で定める事

務は心身障害者福祉手当支給条例による心身障害

者福祉手当の支給に関する事務とし、同項の規則

で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⒀ ［略］ 

 

 

 

 

 ⒁ ［略］ 

 ⒂ ［略］ 

 

第２９条 条例別表第２第２７項の規則で定める事

務は補装具自己負担額助成の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務とし、同項の規則で定め

る情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴・⑵ ［略］ 

 

 

 

 

 

第３０条 条例別表第２第２８項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

５条第１項の規定による資格の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

  エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者（婚



 

くは扶養義務者に係る個人県民税賦課徴収情

報 

 

  カ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る森林環境税賦課徴収情

報 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

 ⑵ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第１項の規定による資格の変更の届出に係

る事実についての審査に関する事務 次に掲げ

る情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る個人市民税賦課徴収情

報 

  オ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る個人県民税賦課徴収情

報 

 

  カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る森林環境税賦課徴収情

報 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

 ⑶ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第２項の規定による現況の届出に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る個人市民税賦課徴収情

報 

  オ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る個人県民税賦課徴収情

報 

 

  カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る森林環境税賦課徴収情

報 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

 

 

 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

 ⑵ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第１項の規定による資格の変更の届出に係

る事実についての審査に関する事務 次に掲げ

る情報 

ア～ウ ［略］ 

 

 

 

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

 

 

 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 

 ⑶ さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第２項の規定による現況の届出に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ウ ［略］ 

 

 

 

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

 

 

 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

  ク ［略］ 

  ケ ［略］ 



 

 

第３１条 条例別表第２第２９項の規則で定める事

務はさいたま市心身障害者扶養共済制度条例（平

成１４年さいたま市条例第９５号）第９条の規定

による掛金の減免に関する事務とし、同項の規則

で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 共済制度の加入者及び当該加入者と同一の世

帯に属する者に係る個人県民税賦課徴収情報 

 ⑹ 共済制度の加入者及び当該加入者と同一の世

帯に属する者に係る森林環境税賦課徴収情報 

 

第３２条 条例別表第２第３０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 中国残留邦人等支援法第１４条第１項若しく

は第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（

平成１９年法律第１２７号。以下この号におい

て「平成１９年改正法」という。）附則第４条

第１項の支援給付の支給の実施に関する事務 

次に掲げる情報 

  ア～ツ ［略］ 

  テ 要支援者等に係る森林環境税賦課徴収情報 

  ト ［略］ 

  ナ ［略］ 

  ニ ［略］ 

  ヌ ［略］ 

  ネ ［略］ 

  ノ ［略］ 

  ハ ［略］ 

  ヒ ［略］ 

  フ ［略］ 

 ⑵ 中国残留邦人等支援法第１４条第４項並びに

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第１０６号。以下この

条において「平成２５年改正法という。」）附

則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従

前の例によるものとされた平成２５年改正法に

よる改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

以下この条において「旧法」という。）第１４

条第４項の規定によりその例によるものとされ

る生活保護法第６３条の費用の返還に関する事

務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

  ケ 要支援者等に係る森林環境税賦課徴収情報 

 

第３１条 条例別表第２第２９項の規則で定める事

務はさいたま市心身障害者扶養共済制度条例（平

成１４年さいたま市条例第９５号）第９条の規定

による掛金の減免に関する事務とし、同項の規則

で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 

 

 

 

 

第３２条 条例別表第２第３０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 中国残留邦人等支援法第１４条第１項若しく

は第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（

平成１９年法律第１２７号。以下この号におい

て「平成１９年改正法」という。）附則第４条

第１項の支援給付の支給の実施に関する事務 

次に掲げる情報 

  ア～ツ ［略］ 

 

  テ ［略］ 

  ト ［略］ 

  ナ ［略］ 

  ニ ［略］ 

  ヌ ［略］ 

  ネ ［略］ 

  ノ ［略］ 

  ハ ［略］ 

  ヒ ［略］ 

 ⑵ 中国残留邦人等支援法第１４条第４項並びに

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第１０６号。以下この

条において「平成２５年改正法という。」）附

則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従

前の例によるものとされた平成２５年改正法に

よる改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

以下この条において「旧法」という。）第１４

条第４項の規定によりその例によるものとされ

る生活保護法第６３条の費用の返還に関する事

務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

 



 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

  チ ［略］ 

 ⑶～⑺ ［略］ 

 

第３４条 条例別表第２第３２項の規則で定める事 

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定 

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当 

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第１

６条第１項第４号又は第２項第４号の給付の支

給の請求に係る事実についての審査に関する事

務 次に掲げる情報 

 

  ア 予防接種を受けたことにより死亡した者及

び遺族に係る個人市民税賦課徴収情報 

  イ 予防接種を受けたことにより死亡した者及

び遺族に係る個人県民税賦課徴収情報 

  ウ 予防接種を受けたことにより死亡した者及

び遺族に係る森林環境税賦課徴収情報 

 ⑵ 予防接種法第２８条の実費の徴収の決定に関

する事務 次に掲げる情報  

  ア・イ ［略］ 

  ウ 予防接種の対象者及び同一世帯員に係る個 

人県民税賦課徴収情報 

  エ 予防接種の対象者及び同一世帯員に係る森

林環境税賦課徴収情報 

 

第３５条 条例別表第２第３３項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 子ども・子育て支援法第５９条の地域子ども・

子育て支援事業に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～タ ［略］ 

  チ 当該児童の扶養義務者に係る森林環境税賦

課徴収情報 

  ツ ［略］ 

  テ ［略］ 

  ト ［略］ 

  ナ ［略］ 

  ニ ［略］ 

  ヌ ［略］ 

  ネ ［略］ 

  ノ ［略］ 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

 ⑶～⑺ ［略］ 

 

第３４条 条例別表第２第３２項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第１

６条第１項第４号又は第２項第４号の給付の支

給の請求に係る事実についての審査に関する事

務 予防接種を受けたことにより死亡した者及

び遺族に係る個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 予防接種法第２８条の実費の徴収の決定に関

する事務 次に掲げる情報 

  ア・イ ［略］ 

 

 

 

 

 

第３５条 条例別表第２第３３項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 子ども・子育て支援法第５９条の地域子ども・

子育て支援事業に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～タ ［略］ 

 

 

  チ ［略］ 

  ツ ［略］ 

  テ ［略］ 

  ト ［略］ 

  ナ ［略］ 

  ニ ［略］ 

  ヌ ［略］ 

  ネ ［略］ 



 

  ハ ［略］ 

  ヒ ［略］ 

  フ ［略］ 

 ⑵ 子ども・子育て支援法第２０条第１項の子ど

ものための教育・保育給付に係る教育・保育給

付認定に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

  ケ 当該児童の扶養義務者に係る個人県民税賦 

課徴収情報 

  コ 当該児童の扶養義務者に係る森林環境税賦 

課徴収情報 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

 ⑶ 子ども・子育て支援法第２２条の届出に係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる

情報 

  ア～エ ［略］ 

  オ 当該児童の扶養義務者に係る個人県民税賦

課徴収情報 

  カ 当該児童の扶養義務者に係る森林環境税賦

課徴収情報 

 ⑷～⑽ ［略］ 

 

第３６条 条例別表第２第３４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 児童福祉法第２４条第３項の調整又は要請に

関する事務 次に掲げる情報 

 

  ア 保育を必要とする児童の扶養義務者に係る

個人市民税賦課徴収情報 

  イ 保育を必要とする児童の扶養義務者に係る

個人県民税賦課徴収情報 

  ウ 保育を必要とする児童の扶養義務者に係る

森林環境税賦課徴収情報 

 ⑵ 児童福祉法第５６条第６項から第８項までの

滞納処分に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ケ ［略］ 

  コ 保育を必要とする児童の扶養義務者に係る

森林環境税賦課徴収情報 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

  チ ［略］ 

 ⑶・⑷ ［略］ 

 

  ノ ［略］ 

  ハ ［略］ 

  ヒ ［略］ 

 ⑵ 子ども・子育て支援法第２０条第１項の子ど

ものための教育・保育給付に係る教育・保育給

付認定に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ク ［略］ 

 

 

 

 

  ケ ［略］ 

  コ ［略］ 

 ⑶ 子ども・子育て支援法第２２条の届出に係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる

情報 

  ア～エ ［略］ 

 

 

 

 

 ⑷～⑽ ［略］ 

 

第３６条 条例別表第２第３４項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 ⑴ 児童福祉法第２４条第３項の調整又は要請に

関する事務 保育を必要とする児童の扶養義務

者に係る個人市民税賦課徴収情報 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 児童福祉法第５６条第６項から第８項までの

滞納処分に関する事務 次に掲げる情報 

  ア～ケ ［略］ 

 

 

  コ ［略］ 

  サ ［略］ 

  シ ［略］ 

  ス ［略］ 

  セ ［略］ 

  ソ ［略］ 

  タ ［略］ 

 ⑶・⑷ ［略］ 

 



 

別表第２（第２６条関係） 

事務 情報 
１ 生活保護法第１

９条第１項、第２

４条第１項若しく

は第９項、第２５

条第１項若しくは 
第２項、第２６条、

第５５条の４第１ 
項又は第５５条の 
５第１項を準用し 
た外国人に対する 
保護の措置に関す 
る事務 

 ［略］ 
要保護者等に係る個人

県民税賦課徴収情報 
要保護者等に係る森林

環境税賦課徴収情報 
［略］ 

２ 生活保護法第６ ［略］ 
３条を準用した外 

国人に対する費用 

の返還に関する事 

務 

要保護者等に係る個人

県民税賦課徴収情報 
要保護者等に係る森林

環境税賦課徴収情報 
［略］ 

 ［略］ 
 

別表第２（第２６条関係） 

事務 情報 
１ 生活保護法第１

９条第１項、第２

４条第１項若しく

は第９項、第２５

条第１項若しくは 

第２項、第２６条、

第５５条の４第１ 

項又は第５５条の 

５第１項を準用し 

た外国人に対する 

保護の措置に関す 

る事務 

［略］ 
要保護者等に係る個人

県民税賦課徴収情報 

 ［略］ 

２ 生活保護法第６  ［略］ 
３条を準用した外

国人に対する費用

の返還に関する事

務 

要保護者等に係る個人

県民税賦課徴収情報 
 
 

［略］ 
 ［略］ 

 

  

   附 則 

この規則は、令和６年１月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１１１号 

さいたま市技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市技能職員の給与に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４０号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 



別表第１（第２条関係）

円 円 円
1 153,600 231,700 264,800
2 154,700 233,300 266,800
3 155,800 234,900 268,800
4 156,900 236,500 270,800

5 158,000 238,100 272,800
6 159,200 239,700 274,700
7 160,400 241,300 276,600
8 161,600 242,900 278,500

9 162,800 244,500 280,400
10 164,400 246,100 282,200
11 165,900 247,700 284,000
12 167,500 249,300 285,800

13 169,000 250,900 287,600
14 170,600 252,500 289,400
15 172,200 254,100 291,200
16 173,800 255,700 293,000

17 175,400 257,300 294,800
18 177,100 258,900 296,600
19 178,700 260,500 298,400
20 180,400 262,100 300,200

21 182,000 263,600 302,000
22 183,700 265,200 303,800
23 185,400 266,700 305,600
24 187,100 268,300 307,400

25 188,700 269,800 309,200
26 190,200 271,400 311,000
27 191,700 272,900 312,800
28 193,200 274,500 314,600

29 194,600 276,000 316,400
30 196,200 277,600 318,200
31 197,700 279,100 320,000
32 199,300 280,600 321,800

33 200,800 282,100 323,500
34 202,300 283,700 325,300
35 203,700 285,200 327,100
36 205,200 286,700 328,900

37 206,600 288,200 330,600
38 208,100 289,700 332,400

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員

技　　　能　　　職　　　給　　　料　　　表

職員の区分

  職務の
      級

号給

１　　級 ２　　級 ３　　級

給料月額 給料月額 給料月額



39 209,500 291,200 334,200
40 210,900 292,700 336,000

41 212,300 294,200 337,700
42 213,900 295,700 339,200
43 215,500 297,100 340,700
44 217,100 298,500 342,200

45 218,600 299,900 343,600
46 220,200 301,300 345,100
47 221,800 302,700 346,500
48 223,400 304,100 347,900

49 225,000 305,500 349,300
50 226,700 306,800 350,600
51 228,300 308,000 351,900
52 229,900 309,300 353,200

53 231,500 310,500 354,500
54 233,200 311,700 355,700
55 234,800 312,900 356,800
56 236,500 314,100 357,900

57 238,100 315,300 359,000
58 239,700 316,500 360,000
59 241,200 317,700 360,900
60 242,800 318,900 361,900

61 244,300 320,100 362,700
62 245,800 321,000 363,500
63 247,200 321,900 364,300
64 248,700 322,800 365,100

65 250,100 323,600 365,900
66 251,700 324,500 366,700
67 253,200 325,300 367,500
68 254,800 326,100 368,400

69 256,300 326,900 369,100
70 257,800 327,700 369,900
71 259,200 328,500 370,700
72 260,600 329,300 371,500

73 262,000 330,000 372,100
74 263,000 330,800 372,900
75 264,000 331,500 373,600
76 265,000 332,300 374,400

77 266,000 333,000 375,000
78 266,900 333,800 375,600
79 267,800 334,500 376,200
80 268,700 335,300 376,800

81 269,600 336,000 377,300
82 270,400 336,600 377,900



83 271,100 337,100 378,400
84 271,900 337,600 379,000

85 272,600 338,100 379,400
86 273,000 338,600 379,900
87 273,400 339,100 380,300
88 273,800 339,600 380,800

89 274,100 340,000 381,200
90 340,500 381,700
91 341,000 382,100
92 341,500 382,600

93 341,900 382,900
94 342,400 383,400
95 342,800 383,800
96 343,300 384,200

97 343,700 384,500
98 344,200 384,800
99 344,600 385,100
100 345,000 385,400

101 345,400 385,700

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円

208,600 235,800 257,600

定年前再任
用短時間勤
務職員



 

 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

技能職給料表 昇格時号給対応表 技能職給料表 昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

［略］ 

７１ ［略］ ４５ 

７２ ４６ 

７３ ４６ 

７４ ４６ 

７５ ４７ 

７６ ４７ 

７７ ４７ 

７８ ４８ 

７９ ４８ 

８０ ４８ 

８１ ４９ 

８２ ４９ 

８３ ５０ 

８４ ５０ 

８５ ５１ 

８６ ５１ 

［略］ 
 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

［略］ 

７１ ［略］ ４６ 

７２ ４６ 

７３ ４７ 

７４ ４７ 

７５ ４８ 

７６ ４８ 

７７ ４９ 

７８ ４９ 

７９ ４９ 

８０ ５０ 

８１ ５０ 

８２ ５０ 

８３ ５１ 

８４ ５１ 

８５ ５１ 

８６ ５２ 

［略］ 
 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市技能職員の給与に関する規則（以下「新規則 

」という。）別表第１及び別表第３の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいたま市技



 

 

能職員の給与に関する規則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて支給され

た給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。 

（経過措置） 

４ 令和５年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料

表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職等における号給の調整以外の

事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が

旧規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号

給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものと

する。 

５ この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、新たに給料表の

適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職等における号給の調整以外

の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受け

る職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日にお

ける号給については、なお従前の例によることができる。 

（その他） 

６ 前３項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

 



 

 

さいたま市規則第１１２号 

   さいたま市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の初任給調整手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

期間の区分 月額 

１年未満 ３０９，２００円 

１年以上２年未満 ３０９，２００円 

２年以上３年未満 ３０９，２００円 

３年以上４年未満 ３０９，２００円 

４年以上５年未満 ３０９，２００円 

５年以上６年未満 ３０９，２００円 

６年以上７年未満 ３０９，２００円 

７年以上８年未満 ３０９，２００円 

８年以上９年未満 ３０９，２００円 

９年以上１０年未満 ３０９，２００円 

１０年以上１１年未満 ３０９，２００円 

１１年以上１２年未満 ３０９，２００円 

１２年以上１３年未満 ３０９，２００円 

１３年以上１４年未満 ３０９，２００円 

１４年以上１５年未満 ３０９，２００円 

１５年以上１６年未満 ３０９，２００円 

１６年以上１７年未満 ３０５，９００円 

１７年以上１８年未満 ３０２，６００円 

１８年以上１９年未満 ２９９，３００円 

１９年以上２０年未満 ２９６，０００円 

２０年以上２１年未満 ２９２，７００円 

２１年以上２２年未満 ２７９，７００円 

２２年以上２３年未満 ２６５，７００円 

２３年以上２４年未満 ２５２，２００円 

２４年以上２５年未満 ２３８，３００円 

２５年以上２６年未満 ２２４，６００円 

２６年以上２７年未満 ２０７，０００円 

期間の区分 月額 

１年未満 ３０８，６００円 

１年以上２年未満 ３０８，６００円 

２年以上３年未満 ３０８，６００円 

３年以上４年未満 ３０８，６００円 

４年以上５年未満 ３０８，６００円 

５年以上６年未満 ３０８，６００円 

６年以上７年未満 ３０８，６００円 

７年以上８年未満 ３０８，６００円 

８年以上９年未満 ３０８，６００円 

９年以上１０年未満 ３０８，６００円 

１０年以上１１年未満 ３０８，６００円 

１１年以上１２年未満 ３０８，６００円 

１２年以上１３年未満 ３０８，６００円 

１３年以上１４年未満 ３０８，６００円 

１４年以上１５年未満 ３０８，６００円 

１５年以上１６年未満 ３０８，６００円 

１６年以上１７年未満 ３０５，３００円 

１７年以上１８年未満 ３０２，０００円 

１８年以上１９年未満 ２９８，７００円 

１９年以上２０年未満 ２９５，４００円 

２０年以上２１年未満 ２９２，１００円 

２１年以上２２年未満 ２７８，３００円 

２２年以上２３年未満 ２６４，３００円 

２３年以上２４年未満 ２５０，８００円 

２４年以上２５年未満 ２３６，９００円 

２５年以上２６年未満 ２２３，２００円 

２６年以上２７年未満 ２０５，６００円 



 

 

２７年以上２８年未満 １８９，９００円 

２８年以上２９年未満 １７２，６００円 

２９年以上３０年未満 １５５，０００円 

３０年以上３１年未満 １３７，０００円 

３１年以上３２年未満 １１８，７００円 

３２年以上３３年未満 １００，８００円 

３３年以上３４年未満 ７６，２００円 

３４年以上３５年未満 ５１，９００円 
 

２７年以上２８年未満 １８８，５００円 

２８年以上２９年未満 １７１，２００円 

２９年以上３０年未満 １５３，６００円 

３０年以上３１年未満 １３５，６００円 

３１年以上３２年未満 １１７，３００円 

３２年以上３３年未満 ９９，４００円 

３３年以上３４年未満 ７３，４００円 

３４年以上３５年未満 ４９，１００円 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の初任給調整手当に関する規則別表の規

定は、令和５年４月１日から適用する。 

 



 

 

さいたま市規則第１１３号 

さいたま市職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の宿日直手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（宿日直手当の額） （宿日直手当の額） 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

⑴ 前条第１号に掲げる勤務については、６，２ 

００円（危機管理業務（事故、災害その他の不 

測の緊急事態の発生（そのおそれがある場合を 

含む。）に伴う情報収集等の業務で、市長が特 

に必要と認めるものをいう。）に係るものにあ 

っては、８，０００円） 

⑴ 前条第１号に掲げる勤務については、６，０ 

００円（危機管理業務（事故、災害その他の不 

測の緊急事態の発生（そのおそれがある場合を 

含む。）に伴う情報収集等の業務で、市長が特 

に必要と認めるものをいう。）に係るものにあ 

っては、８，０００円） 

⑵・⑶ ［略］ ⑵・⑶ ［略］ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の宿日直手当に関する規則（以下「改正

後の規則」という。）第３条の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

 （宿日直手当の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいた

ま市職員の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改

正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。 



 

 

さいたま市規則第１１４号 

   さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則

第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （管理職員特別勤務手当の額等）  （管理職員特別勤務手当の額等） 

第２条 条例第２５条第３項第１号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時

間が４時間に満たない場合は、当該額に１００分

の５０を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者でさいたま市職員の管

理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市

規則第４１号）別表の手当額欄に定める額（以

下「管理職手当額」という。）が１３７，００

０円から１１２，０００円までの区分のもの、

医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額が１５

２，０００円から１３２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当

額が１００，０００円の区分のもの、医療職給

料表⑶の適用者で管理職手当額が１１２，００

０円から１００，０００円までの区分のもの、 

消防職給料表の適用者で管理職手当額が１３７ 

，０００円から１１２，０００円までの区分の 

もの、さいたま市一般職の任期付職員の採用及 

び給与の特例に関する条例（平成２１年さいた 

ま市条例第３５号。以下「任期付職員給与条例 

」という。）第７条第１項に規定する給料表（ 

以下「任期付職員給料表」という。）の６号給 

及び７号給を受ける者並びに同条第３項の規定 

による給料月額（同条第４項の規定の適用があ 

る場合にあっては、その適用後の給料月額）を 

受ける者 １２，０００円 

第２条 条例第２５条第３項第１号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時

間が４時間に満たない場合は、当該額に１００分

の５０を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者でさいたま市職員の管

理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市

規則第４１号）別表の手当額欄に定める額（以

下「管理職手当額」という。）が１３７，００

０円から１１２，０００円までの区分のもの、

医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額が１５

２，０００円から１３２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当

額が１００，０００円の区分のもの、医療職給

料表⑶の適用者で管理職手当額が１１２，００

０円及び１０２，０００円の区分のもの、消防

職給料表の適用者で管理職手当額が１３７，０ 

００円から１１２，０００円までの区分のもの、

さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与 

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条 

例第３５号。以下「任期付職員給与条例」とい 

う。）第７条第１項に規定する給料表（以下「 

任期付職員給料表」という。）の６号給及び７ 

号給を受ける者並びに同条第３項の規定による 

給料月額（同条第４項の規定の適用がある場合 

にあっては、その適用後の給料月額）を受ける 

者 １２，０００円 

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  



 

 

第３条 条例第２５条第３項第２号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１３

７，０００円から１１２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当

額が１５２，０００円から１３２，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管

理職手当額が１００，０００円の区分のもの、

医療職給料表⑶の適用者で管理職手当額が１１

２，０００円から１００，０００円までの区分

のもの、消防職給料表の適用者で管理職手当額

が１３７，０００円から１１２，０００円まで

の区分のもの、任期付職員給料表の６号給及び

７号給を受ける者並びに任期付職員給与条例第

７条第３項の規定による給料月額（同条第４項

の規定の適用がある場合にあっては、その適用

後の給料月額）を受ける者 ６，０００円 

第３条 条例第２５条第３項第２号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１３

７，０００円から１１２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当

額が１５２，０００円から１３２，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管

理職手当額が１００，０００円の区分のもの、

医療職給料表⑶の適用者で管理職手当額が１１

２，０００円及び１０２，０００円の区分のも

の、消防職給料表の適用者で管理職手当額が１

３７，０００円から１１２，０００円までの区

分のもの、任期付職員給料表の６号給及び７号

給を受ける者並びに任期付職員給与条例第７条

第３項の規定による給料月額（同条第４項の規

定の適用がある場合にあっては、その適用後の

給料月額）を受ける者 ６，０００円 

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１１５号 

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１３年さいたま

市規則第５４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 １

００分の１１０（条例第２７条第２項に規定す

る特定管理職員（次号において「特定管理職員

」という。）にあっては、１００分の１３０） 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 １

００分の１０５（条例第２７条第２項に規定す

る特定管理職員（次号において「特定管理職員

」という。）にあっては、１００分の１２５） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の５

０（特定管理職員にあっては、１００分の６０

） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の４

７．５（特定管理職員にあっては、１００分の

５７.５） 

  

第２条 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 



 

 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 １

００分の１０７．５（条例第２７条第２項に規

定する特定管理職員（次号において「特定管理

職員」という。）にあっては、１００分の１２

７．５） 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 １

００分の１１０（条例第２７条第２項に規定す

る特定管理職員（次号において「特定管理職員

」という。）にあっては、１００分の１３０） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の４

８．７５（特定管理職員にあっては、１００分

の５８．７５） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の５

０（特定管理職員にあっては、１００分の６０

） 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月１

日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規

則第２４条の規定は、令和５年１２月１日から適用する。 

 



 

 

さいたま市規則第１１６号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 

［略］ 

産

婦

人

科

関

係

使

用

料 

［略］ 

人工妊娠中絶

料 

［略

］ 

［略］ 

緊急避妊料 １０，０００

円 

［略］ 

検

査

料 

［略］ 

ＨＬＡ－Ａ，Ｂ及びＨＬ

Ａ－ＤＲ（遺伝子型タイ

ピング）検査 

６，０５５円 

ＨＬＡ－Ａ，Ｂ，Ｃ及び

ＨＬＡ－ＤＲ（遺伝子型

タイピング）検査 

６，０５５円 

ＨＬＡ抗体スクリーニン

グ検査 

６，０５５円 

ＨＬＡ抗体同定検査 ６，０５５円 

［略］ 

［略］ 

歯

科

口

腔

外

科

歯

科

イ

ン

プ

ラ

ラジオグラフィック

ガイド 

２０，０００

円 

シミュレーション ２５，０００

円 

一次手術 手術基

本料 

５０，０００

円 

［略］ 

産

婦

人

科

関

係

使

用

料 

［略］ 

人工妊娠中絶

料 

［略

］ 

［略］ 

［略］ 

検

査

料 

［略］ 

ＨＬＡ―Ａ，Ｂ及びＨＬ

Ａ―ＤＲ（血清対応型タ

イピング）検査 

２８，０００

円 

［略］ 

［略］ 

歯

科

イ

ン

プ

ラ

ラジオグラフィックガイ

ド 

２０，０００

円 

シミュレーション ２５，０００

円 

一次手術 手術基

本料 

５０，０００

円 



 

 

関

係

使

用

料 

ン

ト

治

療

料 

埋入料 １本につき 

１００，００

０円 

サージカ

ルガイド 

１本用 ３７，５００

円 

２～４

本用 

５５，５００

円 

５本以

上用 

９３，０００

円 

骨移植 サイナ

スリフ

ト 

片側につき 

８６，７００

円 

ソケッ

トリフ

ト 

１本につき 

１５，０００

円 

二次手術 １本につき 

２０，０００

円 

補綴 仮歯 １本につき 

５０，０００

円 

仮歯（

ダミー

部） 

１本につき 

２５，０００

円 

単独歯

（イン

プラン

ト部） 

１本につき 

１５０，００

０円 

ブリッ

ジ（ダ

ミー部

） 

１本につき 

７５，０００

円 

オールオ

ン４手術 

即時義

歯 

１６９，５０

０円 

仮歯 ２３６，８０

０円 

最終補

綴物 

７９２，００

０円 

メンテナンス ３０分につき 

９，０００円 

歯

科

矯

正

治

療

料 

アンカー

スクリュ

ー 

埋入料 １本につき 

２０，０００

円 

抜去料 １本につき 

５，０００円 

アンカー

プレート 

埋入料 １枚につき 

３０，０００

円 

抜去料 １枚につき 

１０，０００

ン

ト

治

療

料 

埋入料 １本につき 

１００，００

０円 

サージカルガ

イド 

１本用 ３７，５００

円 

２～４

本用 

５５，５００

円 

５本以

上用 

９３，０００

円 

骨移植 サイナ

スリフ

ト 

片側につき 

８６，７００

円 

ソケッ

トリフ

ト 

１本につき 

１５，０００

円 

二次手術 １本につき 

２０，０００

円 

補綴 仮歯 １本につき 

５０，０００

円 

仮歯（

ダミー

部） 

１本につき 

２５，０００

円 

単独歯

（イン

プラン

ト部） 

１本につき 

１５０，００

０円 

ブリッ

ジ（ダ

ミー部

） 

１本につき 

７５，０００

円 

オールオン４

手術 

即時義

歯 

１６９，５０

０円 

仮歯 ２３６，８０

０円 

最終補

綴物 

７９２，００

０円 

メンテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０分につき 

９，０００円 



 

 

円 

［略］ 

 備考 

  １～８ ［略］ 

  ９ 「歯科矯正治療料」とは、歯科矯正治療に

係る手技料等をいい、治療に使用する材料費

は実費を別に徴収する。 

 

［略］ 

 備考 

  １～８ ［略］ 

  

別表第３（第１４条関係） 別表第３（第１４条関係） 

診断書 ［略］ 

要介護認定及び要

支援認定に係る主

治医意見書 

［略］ 

障害支援区分の認

定に係る医師意見

書 

［略］ 

［略］ 

［略］ 
 

診断書 ［略］ 

介護保険主治医意

見書 

［略］ 

障害者自立支援法

医師意見書 

［略］ 

［略］ 

［略］ 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第２の規定は、この規則

の施行の日以後の受診に係る使用料について適用し、同日前の受診に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 


